
県 章

目 次

（番号） （題　名） （担当） (頁)

公 安 委 規 則

2 三重県職員の服務に関する訓令の一部を改正する訓令 ( 人 事 課 )

4 ( 公 安 委 員 会 ) 43

(金)

号　外

規 則

訓 令

20 三重県県税条例施行規則の一部を改正する規則 ( 税 務 企 画 課 )

三重県公報
令和6年3月29日

2

企業庁管理規程

三重県道路交通法施行細則の一部を改正する規則

21 三重県県税の滞納処分に関する文書等の様式に関する規則の一部を改正する
規則

( 同 ) 21

22 三重県公舎管理規則の一部を改正する規則 ( 管 財 課 ) 28

23 医療保健部の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の
身分を示す証明書の様式の特例に関する規則

(医療保健総務課) 29

24 三重県自然環境保全条例施行規則の一部を改正する規則 (みどり共生推進
課)

31

43

25 三重県流域下水道事業会計規則の一部を改正する規則 (下水道経営課 ) 33

26 三重県流域下水道事業会計取扱金融機関事務取扱規則の一部を改正する規則 ( 同 ) 37

三重県企業庁取扱金融機関事務取扱規程の一部を改正する管理規程 ( 同 ) 48

27 三重県会計規則の一部を改正する規則 ( 出 納 局 ) 37

28 三重県指定金融機関等事務取扱規則の一部を改正する規則 ( 同 )

53

4

6 三重県病院事業庁出納取扱金融機関事務取扱規程の一部を改正する管理規程 ( 同 )

1 三重県企業庁会計規程の一部を改正する管理規程 ( 企 業 庁 ) 44

2

53

三重県病院事業庁企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の一
部を改正する管理規程

( 病 院 事 業 庁 ) 48

病院事業庁管理規程

5 三重県病院事業庁会計規程の一部を改正する管理規程 ( 同 ) 49

令和6年3月29日 三　重　県　公　報 号　　外

1



 

 

 

 

 三 重 県 県 税 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 六 年 三 月 二 十 九 日  

三  重  県 知  事   一   見   勝   之    

三 重 県 規 則 第 二 十 号  

   三 重 県 県 税 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 三 重 県 県 税 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 三 十 四 年 三 重 県 規 則 第 四 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 納 税 管 理 人 の 申 告 等 ）  （ 納 税 管 理 人 の 申 告 等 ）  

第 十 八 条  納 税 義 務 者 又 は 特 別 徴 収 義 務 者 が 納 税 管 理

人 を 定 め 、 又 は 変 更 し た 場 合 に 提 出 す る 申 告 書 及 び 納

税 義 務 者 又 は 特 別 徴 収 義 務 者 が 納 税 管 理 人 を 定 め 、 又

は 変 更 し よ う と す る こ と に つ い て 承 認 を 受 け よ う と

す る 場 合 に 提 出 す る 申 請 書 は 、 第 二 十 号 様 式 に よ る 。 
第 十 八 条  納 税 義 務 者 又 は 特 別 徴 収 義 務 者 が 納 税 管 理

人 を 定 め 、 又 は 変 更 し た 場 合 に 提 出 す る 申 告 書 は 、 第

二 十 号 様 式 に よ る 。  

 ２  納 税 義 務 者 又 は 特 別 徴 収 義 務 者 が 納 税 管 理 人 を 定

め 、 又 は 変 更 し よ う と す る こ と に つ い て 承 認 を 受 け よ

う と す る 場 合 に 提 出 す る 申 請 書 は 、 第 二 十 号 様 式 の 二

に よ る 。  

２ ～ ４  （ 略 ）  ３ ～ ５  （ 略 ）  

（ 県 が 行 う 滞 納 処 分 の 通 知 等 ）  （ 県 が 行 う 滞 納 処 分 の 通 知 等 ）  

第 二 十 八 条  法 第 七 百 三 十 九 条 の 五 第 三 項 の 規 定 に よ る

徴 収 の 引 受 け は 、 第 三 十 六 号 様 式 の 徴 収 引 受 書 に よ

る 。  

第 二 十 八 条  法 第 四 十 八 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 個 人 の 県

民 税 に 係 る 徴 収 金 の 引 継 ぎ 又 は 引 受 け は 、 第 三 十 六 号

様 式 の 徴 収 引 受 書 に よ る 。  

２  法 第 七 百 三 十 九 条 の 五 第 三 項 の 規 定 に よ る 徴 収 の 引

継 ぎ 並 び に 同 条 第 七 項 の 規 定 に よ る 徴 収 及 び 滞 納 処

分 の 状 況 に 関 す る 通 知 は 、 第 三 十 七 号 様 式 の 通 知 書 に

よ る 。  

２  法 第 四 十 八 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 引 継 ぎ 並 び に 同 条

第 七 項 の 規 定 に よ る 徴 収 及 び 滞 納 処 分 の 状 況 に 関 す

る 通 知 は 、 第 三 十 七 号 様 式 の 通 知 書 に よ る 。  

３  法 第 七 百 三 十 九 条 の 五 第 六 項 の 規 定 に よ り 徴 収 金 を

払 い 込 む と き は 、 第 三 十 七 号 様 式 の 二 の 通 知 書 に よ

る 。  

３  法 第 四 十 八 条 第 六 項 の 規 定 に よ り 徴 収 金 を 払 い 込 む

と き は 、 第 三 十 七 号 様 式 の 二 の 通 知 書 に よ る 。  

様 式 目 次 中  

「 二 十  第 十 八 条  納 税 管 理 人 （ 変 更 ） 申 告 書  」  を  

「 二 十  第 十 八 条  納 税 管 理 人 （ 変 更 ） 申 告 書 ・ 承 認 申 請 書  」  に 、  

「 二 十 の 二  第 十 八 条  納 税 管 理 人 （ 変 更 ） 承 認 申 請 書  」  を  

「 二 十 の 二  削 除   」  に 、  

「 三 十 六  第 二 十 八 条  個 人 の 県 民 税 及 び 市 町 民 税 の 徴 収 引 受 書  」  を  

「 三 十 六  第 二 十 八 条  個 人 の 県 民 税 及 び 市 町 民 税 並 び に 森 林 環 境 税 の

徴 収 引 受 書  

 

」  

に 、  

「 三 十 七  第 二 十 八 条  個 人 の 県 民 税 及 び 市 町 民 税 の 徴 収 状 況 通 知 書 兼

引 継 書  

 

」  

を  

「 三 十 七  第 二 十 八 条  個 人 の 県 民 税 及 び 市 町 民 税 並 び に 森 林 環 境 税 の

徴 収 状 況 通 知 書 兼 引 継 書  

 

」  

に 、  

「 三 十 七 の 二  第 二 十 八 条  個 人 の 県 民 税 及 び 市 町 民 税 に 係 る 徴 収 金 払 込 通

知 書  

 

」  

を  

「 三 十 七 の 二  第 二 十 八 条  個 人 の 県 民 税 及 び 市 町 民 税 並 び に 森 林 環 境 税 に

係 る 徴 収 金 払 込 通 知 書  

 

」  

に 改 め る 。 

規 則 

令和6年3月29日 三　重　県　公　報 号　　外
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第 二 十 号 様 式 及 び 第 二 十 号 様 式 の 二 を 次 の よ う に 改 め る 。  

令和6年3月29日 三　重　県　公　報 号　　外
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第20号様式（第18条関係） 

注１ 納税管理人の選任期間については、確定している場合はご記入ください。 

 注２ 選任期間を短縮・延長する場合など、変更の場合にはお手続きが必要です。 

その際は、所要事項を新旧について記載してください。 

 注３ 承認申請が承認された場合については、後日、その旨の通知を納税義務者 

    あてに通知します。 

                      申 告 書 
納税管理人（変更） 

承認申請書 

 
年  月  日  

 
県 税 事 務 所 長

自動車税事務所長
 宛て 

納税義務者（特別徴収義務者）   

住（居）所           
又は所在地           

氏名又は名称           

電 話 番 号       

              
             個 人 番 号 

又は法人番号         
 

 納税（納入）に関する一切の事項を処理させるため、次のとおり納税管理人を定める

（変更する）ことについて申告（承認申請）します。 

納税管理人 

税 目  

住（居）所
又は所在地  

氏 名 
又 は 名 称 

 
 

          （     年   月   日生） 

電 話 番 号  

上記の者を納税管理人に 

定め た（変更した ）理由

及 び そ の 期 間 

 
 
 
 
 

       年   月から      年   月まで 

 

令和6年3月29日 三　重　県　公　報 号　　外
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第 20 号様式の 2 削除 

第 三 十 六 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  

令和6年3月29日 三　重　県　公　報 号　　外
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第 36 号様式（第 28 条関係） 
 

個人の県民税及び市町民税並びに森林環境税の徴収引受書 

第     号  

年  月  日  

 

 市町長     様 

三  重  県  知  事

三重県  県税事務所長
 □印   

 

 地方税法第739条の５第３項本文の規定により、下記のとおり、個人の県民税及

び市町民税に係る地方団体の徴収金並びに森林環境税に係る徴収金について、そ

の徴収を引き受けます。 

 

記 
 
 

法第 739条の５第１項の一定の期間 
    年  月  日から 

    年  月  日まで 

法第739条の５第３項の徴収の引継ぎを
受ける徴収金 

件        円 

（内訳は別表のとおり） 

備 考  

 

令和6年3月29日 三　重　県　公　報 号　　外
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も
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。
 

整
理
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納
 
 
 

者
 

年 度
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期
限
 

督
 

促
 

状

発
付

年
月

日
 

税
額
 

円
 

督
促
手
数
料
 

円
 

延
滞
金
 円
 

備
考
 

住
所
（
居
所
）
 

氏
 
 
名
 

１
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

２
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

３
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

４
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

５
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

６
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

７
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

８
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

９
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

11
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

12
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第 三 十 七 号 様 式 及 び 第 三 十 七 号 様 式 の 二 を 次 の よ う に 改 め る 。  

 

令和6年3月29日 三　重　県　公　報 号　　外
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第37号様式（第28条関係） 
 

個人の県民税及び市町民税並びに森林環境税の徴収状況通知書兼引継書（返還用） 

第     号  

年  月  日  

 市町長     様 

三  重  県  知  事

三重県  県税事務所長
 □印   

     年  月  日から    年  月  日までの期間における貴市町

管内の個人の県民税及び市町民税並びに森林環境税に係る徴収及び滞納処分の状況

について、下記のとおり地方税法第739条の５第７項の規定により通知します。 

 なお、滞納整理未済となった下記の徴収金については、同条第３項の規定により徴

収の引継ぎ（返還）をします。 

記 

区  分 
引継を受けた徴収金 
(確定した延滞金) 

徴収したもの 
引継ぎ(返還)
を す る も の 

差し引き 

本 

税 

金 額 
円 円 円 円 

件 数 
件 件 件 件 

税

外

徴

収

金 

金 額 
円 

（      ） 
円 

（     ） 
円 

（     ） 
円 

（     ） 

件 数 
件 

（      ） 
件 

（     ） 
件 

（     ） 
件 

（     ） 

滞納者の数 
人 人 人 人 

備 
 

考 
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本 税
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
税 外
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
本 税
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
税 外
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
本 税
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
税 外
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
本 税
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
税 外
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
本 税
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
税 外
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

計
 

本 税
 
 

 
 

 
 

 

税 外
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第37号様式の２（第28条関係） 
 

個人の県民税及び市町民税並びに森林環境税に係る徴収金払込通知書【現年・繰越】 

第     号  

年  月  日  

 市町長     様 

三  重  県  知  事

三重県  県税事務所長
 □印   

 地方税法第739条の５第６項の規定により、下記のとおり徴収した徴収金を払い込みますので通知

します。 

記 

現年・繰越区分   

区 分 

県が徴収した県民

税及び市町民税並

びに森林環境税の

徴収金の合計額 

Ａ 

県 民 税

の按分率 

 

 

Ｂ 

県民税と

し て の 

徴 収 金 

Ａ×Ｂ＝

Ｃ 

森林環境税

の 按 分 率 

 
 

Ｄ 

森林環境 

税として

の徴収金 

Ａ×Ｄ＝

Ｅ 

市 町 民 税

と し て の 

徴 収 金 

Ａ－Ｃ－Ｅ

＝Ｆ 

本 税 
円 

 
円   円 

督 促 手 数 料       

延 滞 金       

滞 納 処 分 費       

       

計       

払 込 金 額  
払込年月

日 
      年  月  日 

備 
 

考 

 

 ※現年分と繰越分は別葉で使用すること 

令和6年3月29日 三　重　県　公　報 号　　外
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第 四 十 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  

令和6年3月29日 三　重　県　公　報 号　　外
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第40号様式（第31条関係） 

（表） 

受付印 

法 人 
開 始
設 置

 申 告 書 

※
処
理
欄 

電算登録 納 税 者 番 号 

  

年  月  日 

（フ  リ  ガ  ナ） 
法 人 名  

法 人 番 号  

 本 店 所 在 地 
〒 
 

電話（  ）  ―       

 
（フ  リ  ガ  ナ） 
代 表 者 氏 名   

 県税事務所長 宛て この申告に応答する者 
氏名                   

電話（  ）  ―       

三重県県税条例第45条第１項の
規定により、申告します。 

送付先 
・ 

連絡先 

□本店所在地 
□代表者住所 
□その他 

〒          ビル名、室名、号室等 
 

電話（  ）  ―       

開 始 年 月 日 
  年  月  日 

（本店所在地が三重県の場合のみ） 

事 

業 

の 

種 

類 
□製造業 （具体的に        業） 

□その他 （具体的に        業） 
設 置 年 月 日   年  月  日 

（本店所在地が三重県以外の場合のみ）   

資本金の額又
は出資金の額 円 

公益法人等であ
る場合 

□収益事業を行う。 
□収益事業を行わない。 資本金の額及

び資本準備金
の額の合算額 

円 

一般社団法人又
は一般財団法人
である場合 

□非営利型法人 

□非営利型法人以外 
資本金等の額 円 

事 業 年 度 （自）  月  日（至）  月  日 

事務所 

等の所 

在県数 

□三重県内のみに事務所等がある。 
□三重県以外の都道府県にも事務所等があ
る。 

(事務所等が所在する都道府県の数：  県) 

申 告 期 限 の 
 

延 長 の 有 無 

事業税 
有
無 

・  ・ 
・  ・ 

か
ら 

月
間 

県民税 
有
無 

・  ・ 
・  ・ 

か
ら 

月
間 

県内事業所の名称及び所在地 

名 

称 

 

所
在
地 

 
 

電話（  ）  ―         

設 立 の 形 態 
１ 個人企業を法人組織とした法人  ２ 合併により設立とした法人 
３ 新設分割により設立した法人（□分割型 □分社型 □その他） 
４ その他（                          ） 

設立の形態が１か
ら３までである場
合の設立前の個人
企業、合併により
消滅した法人又は
分割法人の状況 

事業主の氏名、合併により消滅した法
人の名称又は分割法人の名称 左の住所又は本店所在地 

  

  

設立の形態が合併
又は分割の場合の
適 格 区 分 

適格・その他（  年  月  日） グループ通
算制度 □通算親法人 □通算子法人 

開始又は設置
した法人が通
算子法人であ
る 場 合 

通 算 親 法 人 名  
適用開始 
事業年度 

（自） 年 月 日 
（至） 年 月 日 

通算親法人の本店所在地 
 

電話（  ）  ―         

添 付 
書類等 

１ 定款、規約、寄附行為等の写し       ２ 登記事項証明書の写し 
３ 合併契約書の写し（合併による場合）    ４ 分割契約書の写し（会社分割による場合） 
５ グループ通算に関する法人税の届出書類等の写し ６ その他（            ） 

関与税理士 氏名  所在地 
 

電話（  ）  ―         

注 記載要領については裏面によります。  
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（裏） 

法人開始・設置申告書の記載要領 

 新たに法人を設立した場合又は三重県に支店等を設置した場合には、その設立の日以後30日

以内にこの申告書を所管県税事務所長に提出しなければならないことになっています。下記の

記載方法を参考としてこの申告書を作成し、添付書類を添えて提出してください（既に設立又

は設置の申告をしている法人が、申告内容を変更し、又は廃止する場合は、「法人変更・廃止

申告書」を使用してください。）。 

 なお、提出にあたっては、この申告書１通（控えが必要な場合は２通）と、次の書類を１通

添付して提出してください。 

１ 定款、寄附行為、規則又は規約（以下「定款等」といいます。）の写し 

２ 設立の登記事項証明書（履歴事項全部証明書）又は登記簿謄本の写し 

３ 合併により法人を設立した場合における合併契約書の写し 

４ 分割により法人を設立した場合における分割契約書の写し 

  （各欄の記載方法） 

１ 「法人番号」欄には、法人番号（13桁）を記入し、「本店所在地」欄には、登記上の本店

の所在地を記載してください。 

２ 「代表者氏名」欄には、法人を代表する者の氏名を記載してください。 

３ 「送付先・連絡先」欄には、該当する□にレ点を付し、当該所在地を記載してください。

なお、本店所在地を送付先とする場合には当該所在地欄の記載は不要です。 

４ 新たに法人を設立した場合には、「開始年月日」欄に登記簿に記載されている設立登記年

月日を記載してください。県内に支店等を設置した場合には、「設置年月日」欄に設置した年

月日を記載してください。 

（注）合併又は新設分割により設立した法人である場合には、新設合併設立法人又は新設分

割設立法人の設立登記の日を記載してください。 

５ 「資本金の額又は出資金の額」欄には、登記した資本金の額又は出資金の額を記載し、「資

本金の額及び資本準備金の額の合算額」欄には、資本金の額及び資本準備金の額の合算額を

記載し、「資本金等の額」欄には、地方税法第23条第１項第４号の２に規定する資本金等の額

を記載してください。 

６ 「事業年度」欄には、法令、定款等により定められている会計期間を記載してください。 

７ 「申告期限の延長の有無」欄には、新たに支店等を設置した場合に、既に地方税法第72条

の25第３項及び第５項（同法第72条の28第２項において準用する場合を含みます。）並びに法

人税法第75条の２（同法第144条の8において準用する場合を含みます。）の規定により申告書

の提出期限の延長の承認を受けているときは、「有」を○で囲み、承認を受けた事業年度及び

延長月数を記載してください。なお、申告期限の延長には別途手続が必要です。 

８ 「事業の種類」欄には、定款等に記載されている事業の目的のうちその主なもの及び現に

営んでいる事業又は営む予定の事業の種類を記載してください。「公益法人等である場合」欄

は、地方税法第24条第５項に規定する公益法人等が記載してください。また、「一般社団法人

又は一般財団法人である場合」欄の「非営利型法人」とは、法人税法第２条第９号の２に規

定する法人をいいます。非営利型法人に該当するときは、「公益法人等である場合」欄で収益

事業の有無についても記入してください。 
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９ 「事務所等の所在県数」欄は、該当する□にレ点を付してください。「三重県以外の都道

府県にも事務所等がある。」を選択した場合は、事務所等が所在する都道府県の数（三重県を

含みます。）を記載してください。 

10 「県内事業所の名称及び所在地」欄には、その名称及び所在地を記載してください。 

11 「設立の形態」欄には、該当する形態の番号を○で囲んでください。新設分割により設立

した法人である場合には、当該分割が、法人税法第２条第12号の９（分割型分割）に該当す

るときは「分割型」、同条第12号の10（分社型分割）に該当するときは「分社型」又は分割承

継法人の株式等を分割法人及び分割法人の株主等のいずれにも交付するものであるときは

「その他」のそれぞれの□にレ点を付してください。 

 なお、１から３までを選択した場合は、「設立の形態が１から３までである場合の設立前の

個人企業、合併により消滅した法人又は分割法人の状況」欄に、個人企業当時の事業主の氏

名及び住所又は合併により消滅した法人若しくは分割法人の名称及び本店所在地を記載して

ください。 

 また、１を選択した場合は、別途「事業開始等申告書（個人事業税）」による個人企業の廃

止申告が必要です。 

12 「設立の形態が合併又は分割の場合の適格区分」欄には、「設立の形態」欄で２又は３を

選択した場合に、その合併又は分割が、法人税法第２条第12号の８（適格合併）又は同条第1

2号の11（適格分割）に該当するときは「適格」、該当しないときは「その他」の文字を○で

囲み、合併期日又は分割期日を記載してください。 

13 「グループ通算制度」欄は、法人税法第64条の９の承認を受ける通算法人である場合は、

該当する□にレ点を付してください。 

 なお、通算法人である場合には、別途「法人税に係るグループ通算制度の適用に関する報

告書」を提出する必要があります。 

14 「開始又は設置した法人が通算子法人である場合」欄は、開始又は設置と同時に通算子法

人となった場合にのみ記載してください。 

15 「添付書類等」欄には、この申告書に添付したものの番号を○で囲んでください。 

16 「関与税理士」欄には、関与税理士の氏名及び事務所所在地を記載してください。 

17 ※印欄は、県税事務所の処理欄ですので記載しないでください。 
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第 五 十 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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第50号様式（第44条関係）                   

 登録番号  

年  月  日  

 

 

県税事務所長 宛て 

特
別
徴
収
義
務
者 

住所（所在地） 
（電話    ―    ―    ） 

氏名(名称及び
代表者氏名)  

個人番号又は
法人番号 

 

年   月分 ゴルフ場利用税納入申告書 

ゴルフ場の名称  

期 間       年  月  日から    年  月  日まで 

区 分 利用人員数(Ａ) 
税 率(Ｂ) 

円 
税額(Ａ)×(Ｂ)＝(Ｃ) 

円 

一   般 人 円 円 

特

例 

早朝・薄暮 人 （一般税率の１／２）  

ゴルフ場協 
会等の利用 

人   

65歳から 
69歳の利用 

人   

小 計 人 円 円 

合 計 人       円 

非
課
税
利
用 

① 障害者の利用 人  

② 18歳未満の利用 人  

③ 70歳以上の利用 人  

④ 学生・生徒及び教員の利用 人  

⑤ 国民スポーツ大会（公式練習を
含む）の利用 

人  

⑥ 国際競技大会（公式練習を含
む)の利用 人  

合 計 人  

この申告書に基づ 
いて納めた年月日 

年    月    日 

申 告 納 入 期 限 年    月    日 

備

考 

（課税対象外利用人員数） 
従業員利用：  人、プロの公式試合参加利用：  人、連盟会議出席者の利用：  人、 
その他（    ）：  人 

注 この申告書を提出すると同時にゴルフ場利用税を納入してください。 
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第 七 十 六 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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 第76号様式（第68条の12関係） 

       承   認    

軽 油 引 取 税 免 除     通 知 書

       申 請 却 下    

                    

            

   年  月  日申請に係る軽油について  リットル分の免除を  
承 認

申請却下
 します。 

理 由 
 
     年  月  日 

県税事務所長 □印   

 注 この通知書の記載事項について不服がある場合は、この通知書を受け取つた日の
翌日から起算して３月以内に、三重県知事に対して審査請求をすることができます。
審査請求書については、なるべく県税事務所長を経由して２通提出してください。 

   処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決を経た後でな
ければ提起することができません。この処分の取消しの訴えは、この裁決があつた
ことを知つた日の翌日から起算して６月以内に、三重県を被告として（訴訟におい
て三重県を代表する者は三重県知事となります。）、提起することができます。 

   なお、①審査請求があつた日から３月を経過しても裁決がないとき、②処分、処
分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があると
き、③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、この裁決を経ずに
訴訟を提起することができます。 

   ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があつた日の翌日から起算して１
年を経過した場合は、審査請求をすることができなくなり、また、審査請求に対す
る裁決のあつた日の翌日から起算して１年を経過した場合は、処分の取消しの訴え
を提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間
やこの処分（審査請求に対する裁決）があつた日の翌日から起算して１年を経過し
た後であつても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認めら
れる場合があります。  
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附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  
１  こ の 規 則 は 、 令 和 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 三 重 県 県 税 条 例 施 行 規 則 （ 次 項 に お い て 「 旧 規 則 」 と い う 。 ）

の 規 定 に 基 づ い て 提 出 さ れ た 申 告 書 等 は 、 こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 三 重 県 県 税 条 例 施 行 規 則 に 基 づ い て 提 出 さ

れ た 申 告 書 等 と み な す 。  

３  こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に 旧 規 則 に 規 定 す る 様 式 に よ り 作 成 さ れ て い る 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て

使 用 す る こ と が で き る 。  

 

 三 重 県 県 税 の 滞 納 処 分 に 関 す る 文 書 等 の 様 式 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 六 年 三 月 二 十 九 日  

三  重  県 知  事   一   見   勝   之    

三 重 県 規 則 第 二 十 一 号  

   三 重 県 県 税 の 滞 納 処 分 に 関 す る 文 書 等 の 様 式 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

三 重 県 県 税 の 滞 納 処 分 に 関 す る 文 書 等 の 様 式 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 三 十 四 年 三 重 県 規 則 第 八 十 七 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。  

第 四 十 二 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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 第42号様式（第２条関係） 

 番号  

 （滞納者、利害関係人）                 年  月  日 
  住（居）所 
  氏   名     様 

三 重 県 知 事                   
県 税 事 務 所 長                □印   
自動車税事務所長           

公売通知書（債権申立催告書） 

 下記の財産を国税徴収法第94条の規定により公売することとし、同法第95条の規

定により公告しましたので、同法第96条の規定により通知します。 

滞
納
者 

住（居）所  

氏 名  

公 売 方 法 入札、競り売り 

公売

日時 

入札、競り
売り 

  年  月  日午
前
後
  時  分から午

前
後
  時  分まで

  年  月  日午
前
後

  時  分 開 札   年  月  日午
前
後
  時  分 

公 売 場 所  

売 却 決 定 
日
時 

  年  月  日午
前
後

  時  分 
場
所 

 

買 受 代 金 
納 付 期 限   年  月  日午

前
後

  時  分まで 

そ の 他  

公
売
財
産 

名 称 数 量 性 質 所 在 そ の 他 公 売 
保 証 金 見積価額 

    円 円 

公 

売 

に 

係 

る 

徴 

収 

金 

年度 期別 税目 納期限 税額 延滞
金額 

加算
金額 

滞 納 
処分費  計 

   ・ ・ 円 円 円 円 円 円 

   ・ ・       

   ・ ・       

   ・ ・       

   ・ ・       

合      計       
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 （注）１ 公売財産の売却代金から配当を受けることができる者（交付要求をした者又

は質権、抵当権その他の権利を有する者）は、債権現在額申立書を上記財産の

売却決定する日の前日までに提出して下さい。 

    ２ 上記「公売に係る徴収金」のうち、延滞金額及び滞納処分費については、こ

の通知書作成の日までの分を概算したものです。 

    ３ この財産の公売手続については、「公売公告」又は「最高価申込者の決定」

若しくは「売却決定」の各処分に対して、以下のとおり審査請求又は取消しの

訴えを提起することができます。 

      これらの処分について不服がある場合は、それぞれの処分についてその処分

があつたことを知つた日の翌日から起算して３月以内と地方税法第19条の４に

規定する期間とのいずれか早く経過する期間内に、三重県知事に対して審査請

求をすることができます。審査請求書については、なるべく県税事務所長又は

自動車税事務所長を経由して２通提出してください。 

      処分の取消しの訴えは、その処分についての審査請求に対する裁決を経た後

でなければ提起することができません。その処分の取消しの訴えは、その裁決

があつたことを知つた日の翌日から起算して６月以内に、三重県を被告として

（訴訟において三重県を代表する者は三重県知事となります。）、提起するこ

とができます。 

      なお、①審査請求があつた日から３月を経過しても裁決がないとき、②処分、

処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要が

あるとき、③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、その裁

決を経ずに訴訟を提起することができます。 

      ただし、上記の期間が経過する前に、その処分があつた日の翌日から起算し

て１年を経過した場合は、審査請求をすることができなくなり、また、審査請

求に対する裁決のあつた日の翌日から起算して１年を経過した場合は、処分の

取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があると

きは、上記の期間やその処分（審査請求に対する裁決）があつた日の翌日から

起算して１年を経過した後であつても審査請求をすることや処分の取消しの訴

えを提起することが認められる場合があります。 

 （備考）必要があるときは、上記の記載事項について所要の補正を加えることができる。 
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（調理要領） 

  一 この通知書は、国税徴収法第96条第１項及び第２項の規定に基づき、滞納者、利

害関係人等に対して公売の通知をする場合に使用する。 

  二 国税徴収法第89条の２第１項の規定による換価執行決定に基づく特定参加差押不 

   動産の公売を行う場合は、本文中「下記の財産を国税徴収法」とあるのを、「国税

徴収法第89条の２第１項の規定により換価執行決定を行った下記の財産を同法」と

する。また、差押財産と特定参加差押不動産を一括換価する場合は、「国税徴収法

第89条の２第１項の規定により換価執行決定を行った財産を含む下記の財産を同法」

とする。 

  三 「公売に係る徴収金」欄には必要に応じて、公売に係る徴収金以外の滞納徴収金

を併記して差し支えない。この場合はその旨を明記する。また、特定参加差押不動

産を公売する場合は、特定参加差押えに係る徴収金を記載すること。 

  四 差押財産と特定参加差押不動産を一括換価する場合は、該当する不動産について、

「公売財産」欄のうち「所在その他」欄に特定参加差押不動産である旨を記載する。 

  五 交付要求（参加差押を含む。）をしている者に発するものについては、「公売財

産」欄を必要に応じて簡記し、例えば名称その他については「何年何月何日、差押

えに係る三方桐三重箪笥１棹ほか家財道具何点」とし、公売保証金及び見積価額の

記載を省略しても差し支えない。なお「公売財産」欄は、質権者等交付要求をした

者等の利害関係人にそれぞれ関係のある財産についてだけ記載すれば足りるもので

あることに留意する。 

  六 権利者等にこの通知書を発送する場合には、債権現在額申立書の用紙を同封する。 

  七 国税徴収法第96条を準用する第109条第４項の規定により差押財産を随意契約に

より売却する場合に送付する通知書は、この様式を適宜に補正して使用する。 
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第 四 十 八 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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 第48号様式（第２条関係） 

 
番号  

（滞納者、利害関係人）                    年  月  日 

 住（居）所 
 氏   名     様 

三 重 県 知 事
県 税 事 務 所 長
自 動 車 税 事 務 所 長
                   □印   

不動産等の最高価申込者決定通知書 

 国税徴収法第104条の規定により、下記のとおり、換価財産の最高価申込者を決定しま

したので、同法第106条第２項の規定により通知します。 

滞 

納 

者 

住（居）所 

 

氏 名 

 

換
価
財
産
の
内
容 

名        称 数 量 最高価申込価額 最高価申込者の氏名 

  円  

最高価申込者決定年月日     年    月    日 

売
却
決
定 

日 時     年  月  日午
前
後

  時  分 

場 所 
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 （注）１ 最高価申込者が上記換価財産を取得するのは、売却決定をした後代金を完納

したとき（代金納付期限    年  月  日）です。 

２ この処分について不服がある場合は、この処分があつたことを知つた日の翌

日から起算して３月以内と地方税法第19条の４に規定する期間とのいずれか早

く経過する期間内に、三重県知事に対して審査請求をすることができます。審

査請求書については、なるべく県税事務所長又は自動車税事務所長を経由して

２通提出してください。 

      処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決を経た後

でなければ提起することができません。この処分の取消しの訴えは、この裁決

があつたことを知つた日の翌日から起算して６月以内に、三重県を被告として

（訴訟において三重県を代表する者は三重県知事となります。）、提起すること

ができます。 

      なお、①審査請求があつた日から３月を経過しても裁決がないとき、②処分、

処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要が

あるとき、③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、この裁

決を経ずに訴訟を提起することができます。 

      ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があつた日の翌日から起算し

て１年を経過した場合は、審査請求をすることができなくなり、また、審査請

求に対する裁決のあつた日の翌日から起算して１年を経過した場合は、処分の

取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があると

きは、上記の期間やこの処分（審査請求に対する裁決）があつた日の翌日から

起算して１年を経過した後であつても審査請求をすることや処分の取消しの訴

えを提起することが認められる場合があります。 

  （調理要領） 

  一 この通知書は、国税徴収法第106条第２項の規定に基き、不動産等の最高価申込者

の氏名その他を滞納者及び利害関係人のうち知れている者に通知する場合に使用す

る。 

  二 同法第106条第２項を準用する法第109条第４項の規定により、差押財産を随意契

約により売却する場合に送付する通知書は、この様式を適宜補正して使用する。 
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附  則  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  
２  こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に 改 正 前 の 三 重 県 県 税 の 滞 納 処 分 に 関 す る 文 書 等 の 様 式 に 関 す る 規 則 に 規 定 す る 様 式

に よ り 作 成 さ れ て い る 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。  

 

 三 重 県 公 舎 管 理 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 六 年 三 月 二 十 九 日  

三  重  県 知  事   一   見   勝   之    

三 重 県 規 則 第 二 十 二 号  

三 重 県 公 舎 管 理 規 則  

三 重 県 公 舎 管 理 規 則 （ 昭 和 三 十 五 年 三 重 県 規 則 第 四 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

第 四 条  （ 略 ）  第 四 条  （ 略 ）  

 （ 公 舎 の 種 類 ）  

第 四 条 の 二  公 舎 は 、 無 料 公 舎 及 び 有 料 公 舎 と す る 。  

 

 （ 無 料 公 舎 ）  

第 四 条 の 三  無 料 公 舎 は 、 本 来 の 職 務 に 伴 つ て 、 通 常 の

勤 務 時 間 外 に お い て 、 県 民 等 の 生 命 又 は 財 産 を 保 護 す

る た め の 非 常 勤 務 に 従 事 す る た め に 、 そ の 勤 務 す る 庁

舎 に 近 接 す る 場 所 に 居 住 し な け れ ば な ら な い 職 員 と

し て 知 事 が 別 に 定 め る 職 員 に 対 し て 無 料 で 貸 与 す る 。 

 

 （ 有 料 公 舎 ）  

第 四 条 の 四  有 料 公 舎 は 、 無 料 公 舎 の 貸 与 を 受 け る 職 員

以 外 の 職 員 に 対 し て 、 有 料 で 貸 与 す る 。  

 

（ 有 料 公 舎 の 貸 付 料 ）  

第 七 条  有 料 公 舎 の 貸 付 料 は 月 額 と し 、 知 事 が 国 家 公 務

員 宿 舎 法 施 行 令 （ 昭 和 三 十 三 年 政 令 第 三 百 四 十 一 号 ）

第 十 三 条 及 び 第 十 四 条 の 規 定 に 準 じ て 別 に 定 め る 公

舎 貸 付 料 算 定 基 準 に 基 づ き 算 定 し た 額 と す る 。  

２  有 料 公 舎 の 使 用 を 許 可 さ れ た 者 は 、 前 項 に 定 め る 貸

付 料 を 納 入 し な け れ ば な ら な い 。  

３  有 料 公 舎 の 使 用 期 間 が 一 月 に 満 た な い と き の そ の 月

分 の 貸 付 料 は 、 そ の 月 の 使 用 期 間 に よ り 日 割 計 算 し た

額 と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 貸 付 料 が 十 円 未 満 で あ

る と き 、 又 は 貸 付 料 に 十 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、

当 該 貸 付 料 又 は 貸 付 料 の 端 数 は 十 円 と す る 。  

（ 貸 付 料 ）  

第 七 条  貸 付 料 は 月 額 と し 、 知 事 が 国 家 公 務 員 宿 舎 法 施

行 令 （ 昭 和 三 十 三 年 政 令 第 三 百 四 十 一 号 ） 第 十 三 条 及

び 第 十 四 条 の 規 定 に 準 じ て 別 に 定 め る 公 舎 貸 付 料 算

定 基 準 に 基 づ き 算 定 し た 額 と す る 。  

２  公 舎 の 使 用 を 許 可 さ れ た 者 （ 以 下 「 使 用 者 」 と い う 。 ）

は 、 前 項 に 定 め る 貸 付 料 を 納 入 し な け れ ば な ら な い 。 

３  公 舎 の 使 用 期 間 が 一 月 に 満 た な い と き の そ の 月 分

の 貸 付 料 は 、 そ の 月 の 使 用 期 間 に よ り 日 割 計 算 し た 額

と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 貸 付 料 が 十 円 未 満 で あ る

と き 、 又 は 貸 付 料 に 十 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 当

該 貸 付 料 又 は 貸 付 料 の 端 数 は 十 円 と す る 。  

（ 有 料 公 舎 の 貸 付 料 の 納 入 ）  

第 八 条  有 料 公 舎 の 貸 付 料 は 、 納 入 通 知 書 の 定 め る と こ

ろ に よ り 毎 月 二 十 五 日 ま で に そ の 月 分 を 納 入 し な け れ

ば な ら な い 。  

２  納 期 日 後 に あ ら た に 有 料 公 舎 を 借 受 け た 時 の 貸 付 料

は 、 そ の 翌 月 分 を 合 算 し て 納 入 す る も の と す る 。  

３  有 料 公 舎 を 返 還 す る 場 合 に お け る 貸 付 料 は 、 退 去 の

日 が そ の 月 の 納 期 日 前 の 時 は 退 去 の 日 に 納 入 し 、 退 去

の 日 が そ の 月 の 納 期 日 後 の 時 に 既 納 の 貸 付 料 よ り そ の

月 の 入 居 し な い 日 に 相 当 す る 貸 付 料 を 返 還 す る も の と

す る 。  

（ 貸 付 料 の 納 入 ）  

第 八 条  貸 付 料 は 、 納 入 通 知 書 の 定 め る と こ ろ に よ り 毎

月 二 十 五 日 ま で に そ の 月 分 を 納 入 し な け れ ば な ら な

い 。  

２  納 期 日 後 に あ ら た に 公 舎 を 借 受 け た 時 の 貸 付 料 は 、

そ の 翌 月 分 を 合 算 し て 納 入 す る も の と す る 。  

３  公 舎 を 返 還 す る 場 合 に お け る 貸 付 料 は 、 退 去 の 日 が

そ の 月 の 納 期 日 前 の 時 は 退 去 の 日 に 納 入 し 、 退 去 の 日

が そ の 月 の 納 期 日 後 の 時 に 既 納 の 貸 付 料 よ り そ の 月

の 入 居 し な い 日 に 相 当 す る 貸 付 料 を 返 還 す る も の と

す る 。  

（ 注 意 義 務 ）  （ 注 意 義 務 ）  

第 九 条  公 舎 の 使 用 を 許 可 さ れ た 者 （ 以 下 「 使 用 者 」 と  第 九 条  使 用 者 は 、 善 良 な 管 理 者 と し て の 注 意 を 払 い 常  
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い う 。 ） は 、 善 良 な 管 理 者 と し て の 注 意 を 払 い 常 に 公 舎

を 正 常 な 状 態 に お い て 維 持 保 存 し な け れ ば な ら な い 。  

に 公 舎 を 正 常 な 状 態 に お い て 維 持 保 存 し な け れ ば な

ら な い 。  

附  則  

 こ の 規 則 は 、 令 和 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 医 療 保 健 部 の 所 管 す る 法 令 の 規 定 に 基 づ く 立 入 検 査 等 の 際 に 携 帯 す る 職 員 の 身 分 を 示 す 証 明 書 の 様 式 の 特 例 に

関 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 六 年 三 月 二 十 九 日  

                        三  重  県  知 事   一   見   勝   之    

三 重 県 規 則 第 二 十 三 号  

   医 療 保 健 部 の 所 管 す る 法 令 の 規 定 に 基 づ く 立 入 検 査 等 の 際 に 携 帯 す る 職 員 の 身 分 を 示 す 証 明 書 の 様 式 の 特

例 に 関 す る 規 則  

第 一 条  三 重 県 動 物 の 愛 護 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 五 十 六 年 三 重 県 条 例 第 三 十 三 号 ） 第 十 三 条 第 一 項 の 規 定

に 基 づ く 立 入 検 査 等 の 際 に 職 員 が 携 帯 す る そ の 身 分 を 示 す 証 明 書 は 、 他 の 規 則 の 規 定 に か か わ ら ず 、 別 記 様 式

に よ る こ と が で き る 。  

第 二 条  別 記 様 式 に よ る 証 明 書 は 、 こ れ と 同 一 の 様 式 に よ る 立 入 検 査 等 の 際 に 携 帯 す る 職 員 の 身 分 を 示 す 証 明 書

で あ っ て 前 条 に 規 定 す る 条 例 以 外 の 法 令 の 規 定 に 基 づ く も の と 併 せ て 、 一 の 用 紙 に よ り 作 成 す る こ と が で き る 。 

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 令 和 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  
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写 
真 

別記様式（本則関係） 

 

（第１面） 

 

（第２面） 

 

（備考）１ この証明書は、用紙１枚で作成することとする。 

    ２ 法令の条項の欄に、この証明書を使用して行う立入検査等に係る法令の条項 

を記載すること。 

    ３ 該当の有無の欄に、立入検査等をする職権を有する場合は「○」を、有しない 

場合は「－」を記載すること。 

    ４ 記載する法令の条項の数に応じて、行を適宜追加すること。第２面については、 

その全部又は一部を裏面に記載することができる。 

    ５ 裏面には、参照条文を記載することができる。 

第   号 

立入検査等をする職員の携帯する身分を示す証明書 

 

職  名 

 

氏  名 

 

生年月日   年  月  日生 

 

 

年  月  日交付 

   年  月  日限り有効 

        

三重県知事             印 

 

この証明書を携帯する者は、下表に掲げる法令の条項のうち、該当の有無の欄に丸印の 

ある法令の条項により立入検査等をする職権を有するものです。 

法 令 の 条 項 該当の有無 
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三 重 県 自 然 環 境 保 全 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 六 年 三 月 二 十 九 日  

                        三  重  県  知 事   一   見   勝   之    

三 重 県 規 則 第 二 十 四 号  

三 重 県 自 然 環 境 保 全 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

三 重 県 自 然 環 境 保 全 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 五 年 三 重 県 規 則 第 三 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  
改   正   後  改   正   前  

（ 特 別 地 区 内 の 行 為 の 許 可 基 準 ）  （ 特 別 地 区 内 の 行 為 の 許 可 基 準 ）  

第 七 条  条 例 第 十 一 条 第 六 項 の 規 則 で 定 め る 基 準 は 、 次

の 各 号 に 掲 げ る 行 為 の 区 分 に 従 い 、 当 該 各 号 に 定 め る

と お り と す る 。  

第 七 条  条 例 第 十 一 条 第 六 項 の 規 則 で 定 め る 基 準 は 、 次

の 各 号 に 掲 げ る 行 為 の 区 分 に 従 い 、 当 該 各 号 に 定 め る

と お り と す る 。  

一 ・ 二  （ 略 ）  一 ・ 二  （ 略 ）  

三  次 に 掲 げ る 工 作 物 の 新 築 の 場 合  当 該 新 築 の 方

法 並 び に 当 該 工 作 物 の 規 模 及 び 形 態 が 、 新 築 の 行 わ

れ る 土 地 及 び そ の 周 辺 の 土 地 の 区 域 に お け る 自 然

環 境 の 保 全 に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ が 少 な い こ と 。  
三  次 に 掲 げ る 工 作 物 の 新 築 の 場 合  当 該 新 築 の 方

法 並 び に 当 該 工 作 物 の 規 模 及 び 形 態 が 、 新 築 の 行 わ

れ る 土 地 及 び そ の 周 辺 の 土 地 の 区 域 に お け る 自 然

環 境 の 保 全 に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ が 少 な い こ と 。  

イ ～ ヘ  （ 略 ）  イ ～ ヘ  （ 略 ）  

ト  漁 港 及 び 漁 場 の 整 備 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 十

五 年 法 律 第 百 三 十 七 号 ） 第 三 条 に 規 定 す る 漁 港 施

設 又 は 同 法 第 六 十 六 条 の 規 定 に よ り 漁 港 施 設 と み

な さ れ た 施 設  

ト  漁 港 漁 場 整 備 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 三 十 七

号 ） 第 三 条 に 規 定 す る 漁 港 施 設 又 は 同 法 第 四 十 条

の 規 定 に よ り 漁 港 施 設 と み な さ れ た 施 設  

チ ～ コ  （ 略 ）  チ ～ コ  （ 略 ）  

四 ～ 二 十 六  （ 略 ）  四 ～ 二 十 六  （ 略 ）  

（ 特 別 地 区 内 に お け る 許 可 又 は 届 出 を 要 し な い 行 為 ）  （ 特 別 地 区 内 に お け る 許 可 又 は 届 出 を 要 し な い 行 為 ）  

第 十 一 条  条 例 第 十 一 条 第 十 項 第 四 号 の 規 則 で 定 め る 行

為 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る も の と す る 。  

第 十 一 条  条 例 第 十 一 条 第 十 項 第 四 号 の 規 則 で 定 め る 行

為 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る も の と す る 。  

一  工 作 物 を 新 築 し 、 改 築 し 、 又 は 増 築 す る こ と で あ

っ て 次 に 掲 げ る も の  

一  工 作 物 を 新 築 し 、 改 築 し 、 又 は 増 築 す る こ と で あ

っ て 次 に 掲 げ る も の  

イ ～ ハ  （ 略 ）  イ ～ ハ  （ 略 ）  

ニ  漁 港 及 び 漁 場 の 整 備 等 に 関 す る 法 律 第 三 条 第  

一 号 に 掲 げ る 施 設 、 同 条 第 二 号 イ 、 ロ 、 ハ 、 ル 若

し く は ヲ に 掲 げ る 施 設 （ 同 号 イ に 掲 げ る 施 設 に つ

い て は 駐 車 場 及 び ヘ リ ポ ー ト を 除 き 、 同 号 ハ に 掲

げ る 施 設 に つ い て は 公 共 施 設 用 地 に 限 る 。 ） 、 特 別

地 区 が 指 定 さ れ 若 し く は そ の 区 域 が 拡 張 さ れ た 際

現 に 同 法 第 六 十 六 条 の 規 定 に よ り 漁 港 施 設 と み な

さ れ て い る 施 設 又 は 同 条 の 規 定 に よ り 漁 港 施 設 と

み な さ れ た 施 設 で あ っ て 条 例 第 十 一 条 第 四 項 の 規

定 に よ る 許 可 を 受 け て 設 置 さ れ た も の （ 条 例 第 四

十 六 条 第 一 項 後 段 の 規 定 に よ る 協 議 に 係 る も の を

含 む 。 ） を 改 築 し 、 又 は 増 築 す る こ と 。  

ニ  漁 港 漁 場 整 備 法 第 三 条 第 一 号 に 掲 げ る 施 設 、 同

条 第 二 号 イ 、 ロ 、 ハ 、 ル 若 し く は ヲ に 掲 げ る 施 設

（ 同 号 イ に 掲 げ る 施 設 に つ い て は 駐 車 場 及 び ヘ リ

ポ ー ト を 除 き 、 同 号 ハ に 掲 げ る 施 設 に つ い て は 公

共 施 設 用 地 に 限 る 。 ） 、 特 別 地 区 が 指 定 さ れ 若 し く

は そ の 区 域 が 拡 張 さ れ た 際 現 に 同 法 第 四 十 条 の 規

定 に よ り 漁 港 施 設 と み な さ れ て い る 施 設 又 は 同 条

の 規 定 に よ り 漁 港 施 設 と み な さ れ た 施 設 で あ っ て

条 例 第 十 一 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 許 可 を 受 け て 設

置 さ れ た も の （ 条 例 第 四 十 六 条 第 一 項 後 段 の 規 定

に よ る 協 議 に 係 る も の を 含 む 。 ） を 改 築 し 、 又 は 増

築 す る こ と 。  

ホ  漁 港 及 び 漁 場 の 整 備 等 に 関 す る 法 律 第 三 十 四  

条 に 規 定 す る 漁 港 管 理 規 程 に 基 づ き 標 識 を 設 置 す

る こ と 。  

ホ  漁 港 漁 場 整 備 法 第 三 十 四 条 に 規 定 す る 漁 港 管  

理 規 程 に 基 づ き 標 識 を 設 置 す る こ と 。  

ヘ ～ ウ  （ 略 ）  ヘ ～ ウ  （ 略 ）  

二 ～ 九  （ 略 ）  二 ～ 九  （ 略 ）  

十  知 事 が 指 定 す る 湖 沼 又 は 湿 原 及 び こ れ ら の 周 辺

一 キ ロ メ ー ト ル の 区 域 内 に お い て 当 該 湖 沼 若 し く

十  知 事 が 指 定 す る 湖 沼 又 は 湿 原 及 び こ れ ら の 周 辺

一 キ ロ メ ー ト ル の 区 域 内 に お い て 当 該 湖 沼 若 し く
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は 湿 原 又 は こ れ ら に 流 水 が 流 入 す る 水 域 若 し く は

水 路 に 汚 水 又 は 廃 水 を 排 水 設 備 を 設 け て 排 出 す る

こ と で あ っ て 次 に 掲 げ る も の  

は 湿 原 又 は こ れ ら に 流 水 が 流 入 す る 水 域 若 し く は

水 路 に 汚 水 又 は 廃 水 を 排 水 設 備 を 設 け て 排 出 す る

こ と で あ っ て 次 に 掲 げ る も の  
イ ～ ヘ  （ 略 ）  イ ～ ヘ  （ 略 ）  

ト  漁 港 及 び 漁 場 の 整 備 等 に 関 す る 法 律 第 二 十 五  

条 の 規 定 に よ り 指 定 さ れ た 漁 港 管 理 者 が 維 持 管 理

す る 同 法 第 三 条 に 規 定 す る 漁 港 施 設 か ら 汚 水 又 は

廃 水 を 排 出 す る こ と 。  

ト  漁 港 漁 場 整 備 法 第 二 十 五 条 の 規 定 に よ り 指 定  

さ れ た 漁 港 管 理 者 が 維 持 管 理 す る 同 法 第 三 条 に 規

定 す る 漁 港 施 設 か ら 汚 水 又 は 廃 水 を 排 出 す る こ

と 。  

チ ～ ル  （ 略 ）  チ ～ ル  （ 略 ）  

十 一 ～ 十 三  （ 略 ）  十 一 ～ 十 三  （ 略 ）  

（ 捕 獲 等 の 届 出 の 適 用 除 外 ）  （ 捕 獲 等 の 届 出 の 適 用 除 外 ）  

第 二 十 三 条  条 例 第 二 十 条 第 六 項 第 一 号 の 規 則 で 定 め る

や む を 得 な い 事 由 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る も の と す る 。  

第 二 十 三 条  条 例 第 二 十 条 第 六 項 第 一 号 の 規 則 で 定 め る

や む を 得 な い 事 由 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る も の と す る 。  

一 ～ 三  （ 略 ）  一 ～ 三  （ 略 ）  

四  個 体 の 保 護 の た め の 移 動 又 は 移 植 を 目 的 と し て

当 該 個 体 の 捕 獲 等 を す る こ と で あ っ て 次 に 掲 げ る

行 為 に 伴 う も の で あ る こ と （ 事 後 に 知 事 に 通 知 し た

も の に 限 る 。 ） 。  
四  個 体 の 保 護 の た め の 移 動 又 は 移 植 を 目 的 と し て

当 該 個 体 の 捕 獲 等 を す る こ と で あ っ て 次 に 掲 げ る

行 為 に 伴 う も の で あ る こ と （ 事 後 に 知 事 に 通 知 し た

も の に 限 る 。 ） 。  

イ ・ ロ  （ 略 ）  イ ・ ロ  （ 略 ）  

ハ  漁 港 及 び 漁 場 の 整 備 等 に 関 す る 法 律 第 三 条 第  

一 号 に 掲 げ る 施 設 、 同 条 第 二 号 イ 、 ロ 、 ハ 、 ル 若

し く は ヲ に 掲 げ る 施 設 （ 同 号 イ に 掲 げ る 施 設 に つ

い て は 駐 車 場 及 び ヘ リ ポ ー ト を 除 き 、 同 号 ハ に 掲

げ る 施 設 に つ い て は 公 共 施 設 用 地 に 限 る 。 ） 又 は 同

法 第 六 十 六 条 の 規 定 に よ り 漁 港 施 設 と み な さ れ て

い る 施 設 を 設 置 し 、 又 は 管 理 す る こ と 。  

ハ  漁 港 漁 場 整 備 法 第 三 条 第 一 号 に 掲 げ る 施 設 、 同

条 第 二 号 イ 、 ロ 、 ハ 、 ル 若 し く は ヲ に 掲 げ る 施 設

（ 同 号 イ に 掲 げ る 施 設 に つ い て は 駐 車 場 及 び ヘ リ

ポ ー ト を 除 き 、 同 号 ハ に 掲 げ る 施 設 に つ い て は 公

共 施 設 用 地 に 限 る 。 ） 又 は 同 法 第 四 十 条 の 規 定 に よ

り 漁 港 施 設 と み な さ れ て い る 施 設 を 設 置 し 、 又 は

管 理 す る こ と 。  

ニ  漁 港 及 び 漁 場 の 整 備 等 に 関 す る 法 律 第 三 十 四 条

に 規 定 す る 漁 港 管 理 規 程 に 基 づ き 標 識 を 設 置 し 、

又 は 管 理 す る こ と 。  

ニ  漁 港 漁 場 整 備 法 第 三 十 四 条 に 規 定 す る 漁 港 管  

理 規 程 に 基 づ き 標 識 を 設 置 し 、 又 は 管 理 す る こ と 。 

ホ ～ オ  （ 略 ）  ホ ～ オ  （ 略 ）  

（ 希 少 野 生 動 植 物 監 視 地 区 内 に お け る 届 出 を 要 し な

い 行 為 ）  

（ 希 少 野 生 動 植 物 監 視 地 区 内 に お け る 届 出 を 要 し な

い 行 為 ）  

第 二 十 六 条  条 例 第 二 十 三 条 第 六 項 第 二 号 の 規 則 で 定 め

る 行 為 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る も の と す る 。  

第 二 十 六 条  条 例 第 二 十 三 条 第 六 項 第 二 号 の 規 則 で 定 め

る 行 為 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る も の と す る 。  

一  工 作 物 を 新 築 し 、 改 築 し 、 又 は 増 築 す る こ と で あ

っ て 次 に 掲 げ る も の  

一  工 作 物 を 新 築 し 、 改 築 し 、 又 は 増 築 す る こ と で あ

っ て 次 に 掲 げ る も の  

イ ～ ホ  （ 略 ）  イ ～ ホ  （ 略 ）  

ヘ  漁 港 及 び 漁 場 の 整 備 等 に 関 す る 法 律 第 三 条 第  

一 号 に 掲 げ る 施 設 、 同 条 第 二 号 イ 、 ロ 、 ハ 、 ル 若

し く は ヲ に 掲 げ る 施 設 （ 同 号 イ に 掲 げ る 施 設 に つ

い て は 駐 車 場 及 び ヘ リ ポ ー ト を 除 き 、 同 号 ハ に 掲

げ る 施 設 に つ い て は 公 共 施 設 用 地 に 限 る 。 ） 、 希 少

野 生 動 植 物 監 視 地 区 が 指 定 さ れ た 際 現 に 同 法 第 六

十 六 条 の 規 定 に よ り 漁 港 施 設 と み な さ れ て い る 施

設 又 は 同 条 の 規 定 に よ り 漁 港 施 設 と み な さ れ た 施

設 で あ っ て 条 例 第 二 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 届

出 を し て 設 置 さ れ た も の （ 条 例 第 四 十 六 条 第 二 項

の 規 定 に よ る 通 知 に 係 る も の を 含 む 。 ） を 改 築 し 、

又 は 増 築 す る こ と 。  

ヘ  漁 港 漁 場 整 備 法 第 三 条 第 一 号 に 掲 げ る 施 設 、 同

条 第 二 号 イ 、 ロ 、 ハ 、 ル 若 し く は ヲ に 掲 げ る 施 設

（ 同 号 イ に 掲 げ る 施 設 に つ い て は 駐 車 場 及 び ヘ リ

ポ ー ト を 除 き 、 同 号 ハ に 掲 げ る 施 設 に つ い て は 公

共 施 設 用 地 に 限 る 。 ） 、 希 少 野 生 動 植 物 監 視 地 区 が

指 定 さ れ た 際 現 に 同 法 第 四 十 条 の 規 定 に よ り 漁 港

施 設 と み な さ れ て い る 施 設 又 は 同 条 の 規 定 に よ り

漁 港 施 設 と み な さ れ た 施 設 で あ っ て 条 例 第 二 十 三

条 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 を し て 設 置 さ れ た も の

（ 条 例 第 四 十 六 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 通 知 に 係 る

も の を 含 む 。 ） を 改 築 し 、 又 は 増 築 す る こ と 。  

ト  漁 港 及 び 漁 場 の 整 備 等 に 関 す る 法 律 第 六 条 の  ト  漁 港 漁 場 整 備 法 第 六 条 の 三 第 一 項 に 規 定 す る  
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三 第 一 項 に 規 定 す る 漁 港 漁 場 整 備 長 期 計 画 に 基 づ

く 沿 岸 漁 業 に 係 る 魚 礁 の 設 置 若 し く は 水 産 動 植 物

の 増 殖 場 及 び 養 殖 場 の 造 成 若 し く は 沿 岸 漁 場 の 保

全 に 関 す る 事 業 又 は 沿 岸 漁 場 整 備 開 発 法 （ 昭 和 四

十 九 年 法 律 第 四 十 九 号 ） 第 六 条 第 一 項 に 規 定 す る

基 本 方 針 若 し く は 同 法 第 七 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す

る 基 本 計 画 に 基 づ く 水 産 動 物 の 種 苗 の 生 産 及 び 放

流 並 び に 水 産 動 物 の 育 成 に 関 す る 事 業 に 係 る 施 設

を 改 築 し 、 又 は 増 築 す る こ と 。  

漁 港 漁 場 整 備 長 期 計 画 に 基 づ く 沿 岸 漁 業 に 係 る 魚

礁 の 設 置 若 し く は 水 産 動 植 物 の 増 殖 場 及 び 養 殖 場

の 造 成 若 し く は 沿 岸 漁 場 の 保 全 に 関 す る 事 業 又 は

沿 岸 漁 場 整 備 開 発 法 （ 昭 和 四 十 九 年 法 律 第 四 十 九

号 ） 第 六 条 第 一 項 に 規 定 す る 基 本 方 針 若 し く は 同

法 第 七 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 基 本 計 画 に 基 づ く

水 産 動 物 の 種 苗 の 生 産 及 び 放 流 並 び に 水 産 動 物 の

育 成 に 関 す る 事 業 に 係 る 施 設 を 改 築 し 、 又 は 増 築

す る こ と 。  

チ ～ ラ  （ 略 ）  チ ～ ラ  （ 略 ）  

二 ～ 十 一  （ 略 ）  二 ～ 十 一  （ 略 ）  

（ 国 等 に 関 す る 通 知 の 適 用 除 外 等 ）  （ 国 等 に 関 す る 通 知 の 適 用 除 外 等 ）  

第 五 十 一 条  条 例 第 四 十 六 条 第 二 項 の 規 則 で 定 め る 場 合

は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る も の と す る 。  

第 五 十 一 条  条 例 第 四 十 六 条 第 二 項 の 規 則 で 定 め る 場 合

は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る も の と す る 。  

一  （ 略 ）  一  （ 略 ）  

二  条 例 第 二 十 三 条 第 一 項 の 届 出 を す べ き 行 為 に 該

当 す る 行 為 を す る 場 合 で あ っ て 次 に 掲 げ る も の  

二  条 例 第 二 十 三 条 第 一 項 の 届 出 を す べ き 行 為 に 該

当 す る 行 為 を す る 場 合 で あ っ て 次 に 掲 げ る も の  

イ ～ ト  （ 略 ）  イ ～ ト  （ 略 ）  

チ  道 路 、 広 場 、 田 、 畑 、 牧 場 及 び 宅 地 以 外 の 地 域

の う ち 知 事 が 指 定 す る 区 域 内 に お い て 車 馬 若 し く

は 動 力 船 を 使 用 し 、 又 は 航 空 機 を 着 陸 さ せ る 場 合

で あ っ て 次 に 掲 げ る も の  

チ  道 路 、 広 場 、 田 、 畑 、 牧 場 及 び 宅 地 以 外 の 地 域

の う ち 知 事 が 指 定 す る 区 域 内 に お い て 車 馬 若 し く

は 動 力 船 を 使 用 し 、 又 は 航 空 機 を 着 陸 さ せ る 場 合

で あ っ て 次 に 掲 げ る も の  

(1
)

・ (2
)

 （ 略 ）  (1
)

・ (2
)

 （ 略 ）  

(3
)

 漁 港 及 び 漁 場 の 整 備 等 に 関 す る 法 律 第 五 条

の 規 定 に よ り 指 定 さ れ た 漁 港 の 区 域 の 管 理 又 は

調 査 の た め に 車 馬 若 し く は 動 力 船 を 使 用 し 、 又

は 航 空 機 を 着 陸 さ せ る 場 合  

(3
)

 漁 港 漁 場 整 備 法 第 五 条 の 規 定 に よ り 指 定 さ

れ た 漁 港 の 区 域 の 管 理 又 は 調 査 の た め に 車 馬 若

し く は 動 力 船 を 使 用 し 、 又 は 航 空 機 を 着 陸 さ せ

る 場 合  

(4
)

・ (5
)

 （ 略 ）  (4
)

・ (5
)

 （ 略 ）  

リ  （ 略 ）  リ  （ 略 ）  

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 令 和 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 三 重 県 流 域 下 水 道 事 業 会 計 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 六 年 三 月 二 十 九 日  

三  重  県 知  事   一   見   勝   之  

三 重 県 規 則 第 二 十 五 号  

   三 重 県 流 域 下 水 道 事 業 会 計 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 三 重 県 流 域 下 水 道 事 業 会 計 規 則 （ 令 和 二 年 三 重 県 規 則 第 二 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 職 員 の 賠 償 責 任 に 係 る 職 の 指 定 ）  （ 職 員 の 賠 償 責 任 に 係 る 職 の 指 定 ）  

第 十 条  法 第 三 十 四 条 に お い て 準 用 す る 地 方 自 治 法 （ 昭

和 二 十 二 年 法 律 第 六 十 七 号 。 以 下 「 自 治 法 」 と い う 。 ）

第 二 百 四 十 三 条 の 二 の 八 第 一 項 の 規 則 で 指 定 す る 職

員 は 、 次 に 掲 げ る 者 と す る 。  

第 十 条  法 第 三 十 四 条 に お い て 準 用 す る 地 方 自 治 法 （ 昭

和 二 十 二 年 法 律 第 六 十 七 号 。 以 下 「 自 治 法 」 と い う 。 ）

第 二 百 四 十 三 条 の 二 の 二 第 一 項 の 規 則 で 指 定 す る 職

員 は 、 次 に 掲 げ る 者 と す る 。  

一  自 治 法 第 二 百 四 十 三 条 の 二 の 八 第 一 項 第 一 号 か

ら 第 三 号 ま で に 係 る も の に つ い て 、 行 政 組 織 規 則 に

規 定 す る 主 査 及 び こ れ に 相 当 す る 職 以 上 の 職 に あ

る 者  

一  自 治 法 第 二 百 四 十 三 条 の 二 の 二 第 一 項 第 一 号 か

ら 第 三 号 ま で に 係 る も の に つ い て 、 行 政 組 織 規 則 に

規 定 す る 主 査 及 び こ れ に 相 当 す る 職 以 上 の 職 に あ

る 者  

二  自 治 法 第 二 百 四 十 三 条 の 二 の 八 第 一 項 第 四 号 に 二  自 治 法 第 二 百 四 十 三 条 の 二 の 二 第 一 項 第 四 号 に
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係 る も の に つ い て 、 監 督 又 は 検 査 の 事 務 に 直 接 従 事

す る 職 員  

係 る も の に つ い て 、 監 督 又 は 検 査 の 事 務 に 直 接 従 事

す る 職 員  
三  （ 略 ）  三  （ 略 ）  

（ 公 金 の 徴 収 又 は 収 納 の 委 託 ）  （ 私 人 に 対 す る 公 金 の 徴 収 又 は 収 納 の 委 託 ）  

第 三 十 二 条  所 属 の 長 は 、 法 第 三 十 三 条 の 二 に お い て 準

用 す る 自 治 法 第 二 百 四 十 三 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ

り 、 公 金 の 徴 収 又 は 収 納 に 関 す る 事 務 を 委 託 し た と き

は 、 そ の 旨 を 部 の 企 業 出 納 員 に 通 知 し な け れ ば な ら な

い 。  

第 三 十 二 条  所 属 の 長 は 、 法 第 三 十 三 条 の 二 の 規 定 に よ

り 、 公 金 の 徴 収 又 は 収 納 の 事 務 を 私 人 に 委 託 し た と き

は 、 そ の 旨 を 部 の 企 業 出 納 員 に 通 知 し な け れ ば な ら な

い 。  

２  法 第 三 十 三 条 の 二 に お い て 準 用 す る 自 治 法 第 二 百 四

十 三 条 の 二 の 五 第 一 項 に 規 定 す る 知 事 が 定 め る 歳 入

等 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る も の と す る 。  

一  使 用 料  

二  手 数 料  

三  賃 貸 料  

四  物 品 売 払 代 金  

五  寄 附 金  

六  貸 付 金 の 元 利 償 還 金  

七  第 一 号 及 び 第 二 号 に 掲 げ る 歳 入 に 係 る 延 滞 金 並

び に 第 三 号 か ら 前 号 ま で に 掲 げ る 歳 入 に 係 る 遅 延

損 害 金  

 

３  前 二 条 の 規 定 は 、 法 第 三 十 三 条 の 二 に お い て 準 用 す

る 自 治 法 第 二 百 四 十 三 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ り 公

金 の 徴 収 又 は 収 納 に 関 す る 事 務 の 委 託 を 受 け た 者 の

収 納 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 前 条 第 二

項 及 び 第 三 項 の 規 定 中 「 現 金 払 込 書 」 と あ る の は 「 納

付 書 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

２  前 二 条 の 規 定 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 収 納 の 事 務 の 委

託 を 受 け た 者 の 収 納 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お

い て 、 前 条 第 二 項 及 び 第 三 項 の 規 定 中 「 現 金 払 込 書 」

と あ る の は 「 納 付 書 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

（ 誤 払 金 等 の 戻 入 ）  （ 誤 払 金 等 の 戻 入 ）  

第 三 十 五 条  所 属 の 長 は 、 誤 払 い 又 は 過 渡 し と な っ た 金

額 及 び 資 金 前 渡 し 、 若 し く は 概 算 払 し た 場 合 の 精 算 残

金 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 誤 払 金 等 」 と い う 。 ） を 返

納 さ せ る と き は 、 返 納 決 定 書 （ 第 十 九 号 様 式 ） に よ り

返 納 額 の 決 定 を 行 う と と も に 、 返 納 金 戻 入 通 知 書 （ 第

十 七 号 様 式 （ そ の 四 ） ） を 発 行 し 、 返 納 義 務 者 に 通 知

し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お け る 納 付 期 限 に つ

い て は 、 第 二 十 三 条 第 四 項 の 規 定 を 準 用 す る 。  

第 三 十 五 条  所 属 の 長 は 、 誤 払 い 又 は 過 渡 し と な っ た 金

額 及 び 資 金 前 渡 し 、 若 し く は 概 算 払 し 、 又 は 私 人 に 支

出 の 事 務 を 委 託 し た 場 合 の 精 算 残 金 （ 以 下 こ の 条 に お

い て 「 誤 払 金 等 」 と い う 。 ） を 返 納 さ せ る と き は 、 返

納 決 定 書 （ 第 十 九 号 様 式 ） に よ り 返 納 額 の 決 定 を 行 う

と と も に 、 返 納 金 戻 入 通 知 書 （ 第 十 七 号 様 式 （ そ の 四 ） ）

を 発 行 し 、 返 納 義 務 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。 こ

の 場 合 に お け る 納 付 期 限 に つ い て は 、 第 二 十 三 条 第 四

項 の 規 定 を 準 用 す る 。  

２ ～ ６  （ 略 ）  ２ ～ ６  （ 略 ）  

（ 委 託 事 務 の 計 算 書 ）  （ 委 託 事 務 の 計 算 書 ）  

第 三 十 七 条  法 第 三 十 三 条 の 二 に お い て 準 用 す る 自 治 法

第 二 百 四 十 三 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ り 公 金 の 徴 収

及 び 収 納 に 関 す る 事 務 の 委 託 を 受 け た 者 は 、 毎 月 そ の

収 納 に つ い て 、 別 に 定 め る 計 算 書 を 作 成 し 、 関 係 書 類

と と も に 、 翌 月 十 日 ま で に 当 該 事 務 を 所 管 す る 所 属 の

長 を 経 て 部 の 企 業 出 納 員 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

た だ し 、 委 託 を 解 除 さ れ た と き 又 は 委 託 事 務 を 完 了 し

た と き は 、 速 や か に 当 該 計 算 書 を 、 当 該 事 務 を 所 管 す

る 所 属 の 長 を 経 て 部 の 企 業 出 納 員 に 提 出 し な け れ ば

な ら な い 。  

第 三 十 七 条  公 金 の 徴 収 及 び 収 納 事 務 の 委 託 を 受 け た 者

は 、 毎 月 そ の 収 納 に つ い て 、 別 に 定 め る 計 算 書 を 作 成

し 、 関 係 書 類 と と も に 、 翌 月 十 日 ま で に 当 該 事 務 を 所

管 す る 所 属 の 長 を 経 て 部 の 企 業 出 納 員 に 提 出 し な け

れ ば な ら な い 。 た だ し 、 委 託 を 解 除 さ れ た と き 又 は 委

託 事 務 を 完 了 し た と き は 、 速 や か に 当 該 計 算 書 を 、 当

該 事 務 を 所 管 す る 所 属 の 長 を 経 て 部 の 企 業 出 納 員 に

提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 隔 地 払 ）  （ 隔 地 払 ）  
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第 二 十 八 号 様 式 及 び 第 二 十 九 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  

第 四 十 八 条  （ 略 ）  第 四 十 八 条  （ 略 ）  

 ２  前 項 の 場 合 に お い て 、 債 権 者 の 申 出 に よ り 出 納 取 扱

金 融 機 関 以 外 の 金 融 機 関 か ら 支 払 を し よ う と す る と

き は 、 企 業 出 納 員 は 、 出 納 取 扱 金 融 機 関 に そ の 手 続 を

さ せ る と と も に 、 出 納 取 扱 金 融 機 関 振 出 し の 小 切 手 に

送 金 案 内 書 （ 第 二 十 九 号 様 式 ） を 添 え て 債 権 者 に 送 付

し な け れ ば な ら な い 。  

（ 随 意 契 約 ）  （ 随 意 契 約 ）  

第 百 六 十 七 条  令 第 二 十 一 条 の 十 三 第 一 項 第 一 号 に 規 定

す る 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 契 約 の 種 類 に 応 じ 、 そ れ

ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。  

第 百 六 十 七 条  令 第 二 十 一 条 の 十 四 第 一 項 第 一 号 に 規 定

す る 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 契 約 の 種 類 に 応 じ 、 そ れ

ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。  

一 ～ 六  （ 略 ）  一 ～ 六  （ 略 ）  

２  令 第 二 十 一 条 の 十 三 第 一 項 第 三 号 及 び 第 四 号 に 規 定

す る 手 続 は 、 次 の と お り と す る 。  

２  令 第 二 十 一 条 の 十 四 第 一 項 第 三 号 及 び 第 四 号 に 規 定

す る 手 続 は 、 次 の と お り と す る 。  

一 ～ 四  （ 略 ）  一 ～ 四  （ 略 ）  

様式目次 様式目次 

（様式番号）   （様式名）   （適用条項） （様式番号）  （様式名）  （適用条項） 

第 1 号様式～    （略）      （略） 

第 28 号様式 

第 1 号様式～   （略）     （略） 

第 28 号様式 

第 29 号様式    削除 第 29 号様式   送金案内書  第 48 条 

第 30 号様式～    （略）      （略） 

第 65 号様式 

第 30 号様式～   （略）     （略） 

第 65 号様式 
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第 28 号様式（第 48 条、第 49 条、第 183 条関係） 

 

送 金 通 知 書 No.  

  （摘要）   

債

権

者

住

所

氏

名 

（住所） 

 

 

（氏名） 

 

 

  

 支 払 額 円  

上記の金額をこの通知書と引換えに 

出納金融機関 

でお受け取りください。 

 

出納金融機関で受け取ることができない場合は、 

口座のある取引金融機関へお問い合わせください。 

（ゆうちょ銀行は除きます。） 

                      その場合、代金取立手数料が発生します。 

                      なお、手数料は各金融機関により異なります。 

  年度                        年  月  日 

  送金通知書番号             （三重県流域下水道事業企業出納員）   □印  

 

ご注意 

１ この通知書により表記の金額を受領される方は、運転免許証、年金手帳、旅券、健康保険証等

の正当な受取人又はその代理人であることを証する書面の提示が必要です。 

 

２ 本書発行の日から一年を経過したときは、銀行は支払をいたしませんので、なるべく早くお受

け取りください。 

 

３ 本書を亡失したときは、直ちにその旨を支払銀行に通知し、支払の停止を請求してください。 

委 任 状 

 表記金額の領収を                に委任します。 

      年  月  日 

住所   

氏名（署名又は記名押印）  

領 収 書 

 表記金額を領収しました。 

      年  月  日 

住所   

氏名   

収入印紙

要・不要 
 

 
備考 印紙税法の規定により印紙税を納めることとなっている場合は「要」に〇印を、非課税の場合

は「不要」に〇印を付すること。 

（規格Ａ４縦） 
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第 29 号様式 削除 

   附  則  
１  こ の 規 則 は 、 令 和 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 三 重 県 流 域 下 水 道 事 業 会 計 規 則 に 規 定 す る 様 式 に よ り 作 成

さ れ て い る 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。  

 

三 重 県 流 域 下 水 道 事 業 会 計 取 扱 金 融 機 関 事 務 取 扱 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 六 年 三 月 二 十 九 日  

                        三  重  県  知 事   一   見   勝   之    

三 重 県 規 則 第 二 十 六 号  

三 重 県 流 域 下 水 道 事 業 会 計 取 扱 金 融 機 関 事 務 取 扱 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

三 重 県 流 域 下 水 道 事 業 会 計 取 扱 金 融 機 関 事 務 取 扱 規 則 （ 令 和 二 年 三 重 県 規 則 第 二 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 隔 地 払 ）  （ 隔 地 払 ）  

第 十 五 条  出 納 取 扱 金 融 機 関 は 、 企 業 出 納 員 か ら 会 計 規

則 第 四 十 八 条 の 規 定 に 基 づ く 隔 地 払 の 依 頼 を 受 け た

と き は 、 そ の 手 続 を 行 う と と も に 、 債 権 者 に 対 し 送 金

通 知 書 と 引 換 え に 現 金 を 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。  

第 十 五 条  出 納 取 扱 金 融 機 関 は 、 企 業 出 納 員 か ら 会 計 規

則 第 四 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 出 納 取 扱 金 融 機

関 を 支 払 先 と す る 隔 地 払 の 依 頼 を 受 け た と き は 、 そ の

手 続 を 行 う と と も に 、 債 権 者 に 対 し 送 金 通 知 書 と 引 換

え に 現 金 を 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。  

 ２  出 納 取 扱 金 融 機 関 は 、 企 業 出 納 員 か ら 隔 地 払 （ 出 納

取 扱 金 融 機 関 以 外 ） 送 金 依 頼 書 （ 入 金 票 ） に よ り 会 計

規 則 第 四 十 八 条 第 二 項 の 規 定 に 基 づ く 出 納 取 扱 金 融

機 関 以 外 を 支 払 先 と す る 隔 地 払 の 依 頼 を 受 け た と き

は 、 当 該 依 頼 書 に 基 づ く 出 納 取 扱 金 融 機 関 振 出 し の 小

切 手 を 企 業 出 納 員 に 送 付 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 未 払 証 明 ）  （ 未 払 証 明 ）  

第 十 六 条  （ 略 ）  第 十 六 条  （ 略 ）  

２  出 納 取 扱 金 融 機 関 は 、 債 権 者 か ら 小 切 手 亡 失 に 係 る

除 権 決 定 の 正 本 又 は 謄 本 の 提 示 を 受 け た と き は 、 当 該

債 権 者 に 現 金 を 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。  

２  出 納 取 扱 金 融 機 関 は 、 債 権 者 か ら 小 切 手 亡 失 に 係 る

除 権 判 決 の 正 本 又 は 謄 本 の 提 示 を 受 け た と き は 、 当 該

債 権 者 に 現 金 を 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。  

３  出 納 取 扱 金 融 機 関 は 、 債 権 者 か ら 会 計 規 則 第 四 十 九

条 第 三 項 に 基 づ く 「 再 発 行 」 の 表 示 を し た 送 金 通 知 書

の 提 示 を 受 け た と き は 、 前 条 の 規 定 に 準 じ て 支 払 わ な

け れ ば な ら な い 。  

３  出 納 取 扱 金 融 機 関 は 、 債 権 者 か ら 会 計 規 則 第 四 十 九

条 第 三 項 に 基 づ く 「 再 発 行 」 の 表 示 を し た 送 金 通 知 書

の 提 示 を 受 け た と き は 、 前 条 第 一 項 の 規 定 に 準 じ て 支

払 わ な け れ ば な ら な い 。  

附  則  

こ の 規 則 は 、 令 和 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 十 六 条 第 二 項 の 改 正 規 定 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

              

三 重 県 会 計 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 六 年 三 月 二 十 九 日  

三  重  県 知  事   一   見   勝   之  

三 重 県 規 則 第 二 十 七 号  

三 重 県 会 計 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

三 重 県 会 計 規 則 （ 平 成 十 八 年 三 重 県 規 則 第 六 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 出 納 員 ）  

第 五 条  （ 略 ）  

２  出 納 員 は 、 次 の 各 号 の 所 属 の 区 分 に 応 じ 、 当 該

（ 出 納 員 ）  

第 五 条  （ 略 ）  

２  出 納 員 は 、 次 の 各 号 の 所 属 の 区 分 に 応 じ 、 当 該
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各 号 に 掲 げ る 職 を も っ て 充 て る 。  

一 ～ 三  （ 略 ）  
四  教 育 委 員 会 事 務 局  教 育 総 務 課 の 班 長  

３ ～ ８  （ 略 ）  

（ 職 員 の 賠 償 責 任 に 係 る 職 の 指 定 ）  

第 九 条  法 第 二 百 四 十 三 条 の 二 の 八 第 一 項 に 規 定 す

る 規 則 で 指 定 す る 職 員 は 、 次 に 掲 げ る 者 と す る 。  

一  法 第 二 百 四 十 三 条 の 二 の 八 第 一 項 第 一 号 か ら

第 三 号 ま で に 係 る も の に つ い て 、 三 重 県 行 政 組

織 規 則 （ 平 成 十 四 年 三 重 県 規 則 第 三 十 五 号 ） に

規 定 す る 主 査 及 び こ れ に 相 当 す る 職 以 上 の 職 に

あ る 者  

二  法 第 二 百 四 十 三 条 の 二 の 八 第 一 項 第 四 号 に 係

る も の に つ い て 、 監 督 又 は 検 査 の 事 務 に 直 接 従

事 す る 職 員  

三  （ 略 ）  

（ 誤 払 金 等 の 戻 入 ）  

第 二 十 三 条  所 属 の 長 は 、 誤 払 い 又 は 過 渡 し と な っ

た 金 額 及 び 資 金 前 渡 若 し く は 概 算 払 又 は 法 第 二 百

四 十 三 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ り 支 出 に 関 す る 事

務 を 委 託 し た 場 合 の 精 算 残 金 （ 以 下 本 条 に お い て

「 誤 払 金 等 」 と い う 。 ） を 返 納 さ せ る と き は 、 返

納 決 定 ・ 戻 入 決 議 書 （ 第 九 号 様 式 ） に よ り 返 納 額

及 び 戻 入 の 決 定 を 行 い 、 返 納 金 戻 入 通 知 書 （ 第 六

号 様 式 ） を 発 行 し 、 返 納 義 務 者 に 通 知 し な け れ ば

な ら な い 。 こ の 場 合 に お け る 納 付 期 限 に つ い て は 、

第 十 三 条 第 四 項 の 規 定 を 準 用 す る 。  

２ ～ ５  （ 略 ）  

（ 公 金 の 徴 収 又 は 収 納 の 委 託 ）  

第 二 十 七 条  所 属 の 長 は 、 法 第 二 百 四 十 三 条 の 二 第

一 項 の 規 定 に よ り 公 金 の 徴 収 又 は 収 納 に 関 す る 事

務 を 委 託 し た と き は 、 こ の 旨 を 会 計 管 理 者 に 通 知

し な け れ ば な ら な い 。  

 

 

２  法 第 二 百 四 十 三 条 の 二 の 五 第 一 項 に 規 定 す る 知

事 が 定 め る 歳 入 等 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る も の と す

る 。  

一   県 税 （ 当 該 県 税 に 係 る 地 方 税 法 第 一 条 第 一 項

第 十 四 号 に 規 定 す る 督 促 手 数 料 、 延 滞 金 、 過 少

申 告 加 算 金 、 不 申 告 加 算 金 、 重 加 算 金 及 び 滞 納

処 分 費 を 含 む 。 ）  

二  分 担 金  

三  負 担 金  

四  使 用 料  

五  手 数 料  

六  賃 貸 料  

七  不 動 産 売 払 代 金  

八  物 品 売 払 代 金  

九  寄 附 金  

各 号 に 掲 げ る 職 を も っ て 充 て る 。  

一 ～ 三  （ 略 ）  

 

３ ～ ８  （ 略 ）  

（ 職 員 の 賠 償 責 任 に 係 る 職 の 指 定 ）  

第 九 条  法 第 二 百 四 十 三 条 の 二 の 二 第 一 項 に 規 定 す

る 規 則 で 指 定 す る 職 員 は 、 次 に 掲 げ る 者 と す る 。  

一  法 第 二 百 四 十 三 条 の 二 の 二 第 一 項 第 一 号 か ら

第 三 号 ま で に 係 る も の に つ い て 、 三 重 県 行 政 組

織 規 則 （ 平 成 十 四 年 三 重 県 規 則 第 三 十 五 号 ） に

規 定 す る 主 査 及 び こ れ に 相 当 す る 職 以 上 の 職 に

あ る 者  

二  法 第 二 百 四 十 三 条 の 二 の 二 第 一 項 第 四 号 に 係

る も の に つ い て 、 監 督 又 は 検 査 の 事 務 に 直 接 従

事 す る 職 員  

三  （ 略 ）  

（ 誤 払 金 等 の 戻 入 ）  
第 二 十 三 条  所 属 の 長 は 、 誤 払 い 又 は 過 渡 し と な っ

た 金 額 及 び 資 金 前 渡 若 し く は 概 算 払 又 は 私 人 に 支

出 の 事 務 を 委 託 し た 場 合 の 精 算 残 金 （ 以 下 本 条 に

お い て 「 誤 払 金 等 」 と い う 。 ） を 返 納 さ せ る と き

は 、 返 納 決 定 ・ 戻 入 決 議 書 （ 第 九 号 様 式 ） に よ り

返 納 額 及 び 戻 入 の 決 定 を 行 い 、 返 納 金 戻 入 通 知 書

（ 第 六 号 様 式 ） を 発 行 し 、 返 納 義 務 者 に 通 知 し な

け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お け る 納 付 期 限 に つ

い て は 、 第 十 三 条 第 四 項 の 規 定 を 準 用 す る 。  

 

２ ～ ５  （ 略 ）  

（ 私 人 に 対 す る 歳 入 の 徴 収 又 は 収 納 の 委 託 ）  

第 二 十 七 条  所 属 の 長 は 、 令 第 百 五 十 八 条 第 一 項 若

し く は 令 第 百 五 十 八 条 の 二 第 一 項 又 は 道 路 交 通 法

（ 昭 和 三 十 五 年 法 律 第 百 五 号 ） 第 五 十 一 条 の 十 六

の 規 定 に よ り 歳 入 （ 放 置 違 反 金 を 含 む 。 ） の 徴 収

又 は 収 納 事 務 を 私 人 に 委 託 し た と き は 、 こ の 旨 を

会 計 管 理 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

２  令 第 百 五 十 八 条 の 二 第 一 項 第 三 号 及 び 第 七 号 に

規 定 す る 規 則 で 定 め る 歳 入 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る

も の と す る 。  

一  負 担 金 で あ っ て 次 の い ず れ か に 該 当 す る も の  

ア  児 童 福 祉 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 六 十 四

号 ） 第 五 十 六 条 の 規 定 に 基 づ く 国 児 学 園 保 護

費 負 担 金  

イ  児 童 福 祉 法 第 五 十 六 条 の 規 定 に 基 づ く 児 童

措 置 費 負 担 金  

ウ  児 童 福 祉 法 第 五 十 六 条 の 規 定 に 基 づ く 障 が

い 児 入 所 施 設 措 置 費 保 護 者 等 負 担 金  

エ  三 重 県 心 身 障 害 者 扶 養 共 済 条 例 （ 昭 和 四 十

五 年 三 重 県 条 例 第 十 号 ） 第 八 条 の 規 定 に 基 づ

く 心 身 障 が い 者 扶 養 共 済 事 業 負 担 金  

二  不 当 利 得 に よ る 返 還 金 で あ っ て 次 の い ず れ か
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十  過 料  

十 一  貸 付 金 の 元 利 償 還 金  
十 二  損 害 賠 償 金 （ 第 十 四 号 に 掲 げ る 遅 延 損 害 金  

を 除 く 。 ）  

十 三  不 当 利 得 に よ る 返 還 金  

十 四  第 二 号 か ら 第 五 号 ま で 及 び 第 十 号 に 掲 げ る  

歳 入 に 係 る 延 滞 金 並 び に 第 三 号 、 第 六 号 か ら 第

九 号 ま で 及 び 第 十 一 号 か ら 前 号 ま で に 掲 げ る 歳

入 に 係 る 遅 延 損 害 金  

十 五  放 置 違 反 金  

３  第 二 十 条 及 び 第 二 十 一 条 の 規 定 は 、 法 第 二 百 四

十 三 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ り 公 金 の 徴 収 又 は 収

納 に 関 す る 事 務 の 委 託 を 受 け た 者 の 歳 入 等 の 収 納

に つ い て 準 用 す る 。 た だ し 、 第 二 十 一 条 第 二 項 及

び 第 三 項 の 規 定 中 「 現 金 収 納 票 」 と あ る の は 「 納

付 書 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 委 託 事 務 の 計 算 報 告 書 ）  

第 二 十 八 条  法 第 二 百 四 十 三 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に

よ り 公 金 の 徴 収 に 関 す る 事 務 の 委 託 を 受 け た 者

は 、 毎 月 そ の 出 納 に つ い て 、 歳 入 歳 出 計 算 報 告 書

（ 第 十 三 号 様 式 ） を 作 成 し 、 関 係 書 類 と と も に 、

翌 月 十 日 ま で に 当 該 事 務 を 所 管 す る 部 局 等 の 長 を

経 て 会 計 管 理 者 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ

し 、 委 託 を 解 除 さ れ た と き 、 又 は 委 託 事 務 を 完 了

し た と き は 、 速 や か に 当 該 計 算 報 告 書 を 当 該 事 務

を 所 管 す る 部 局 等 の 長 を 経 て 会 計 管 理 者 に 提 出 し

な け れ ば な ら な い 。  

（ 隔 地 払 ）  

第 三 十 九 条  （ 略 ）  

 

 

 

 

 

 

に 該 当 す る も の  

ア  生 活 保 護 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 四 十 四

号 ） 第 六 十 三 条 の 規 定 に 基 づ く 生 活 保 護 費 返

還 金  

イ  生 活 保 護 法 第 七 十 八 条 の 規 定 に 基 づ く 生 活

保 護 費 徴 収 金  

ウ  児 童 扶 養 手 当 過 払 分 に 係 る 返 還 金  

エ  三 重 県 心 身 障 が い 者 扶 養 共 済 年 金 過 払 分 に

係 る 返 還 金  

 

３  第 二 十 条 及 び 第 二 十 一 条 の 規 定 は 、 徴 収 又 は 収

納 事 務 の 委 託 を 受 け た 者 の 歳 入 の 収 納 に つ い て 準

用 す る 。 た だ し 、 第 二 十 一 条 第 二 項 及 び 第 三 項 の

規 定 中 「 現 金 収 納 票 」 と あ る の は 「 納 付 書 」 と 読

み 替 え る も の と す る 。  

 

４  令 第 百 五 十 八 条 の 二 第 一 項 の 規 則 で 定 め る 基 準

は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る と お り と す る 。  
一  普 通 地 方 公 共 団 体 の 公 金 又 は 公 共 料 金 （ 日 本

国 内 に お い て 供 給 さ れ る 電 気 、 ガ ス 及 び 水 道 水

そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の に 係 る 料 金 を い う 。 ）

に 関 す る 事 務 処 理 に つ い て 相 当 の 実 績 を 有 す る

こ と 。  

二  委 託 す る 事 務 を 適 切 か つ 確 実 に 遂 行 す る に 足

り る 事 業 規 模 を 有 し 、 か つ 、 経 営 状 況 が 健 全 で

あ る こ と 。  

三  歳 入 金 の 収 納 の 状 況 を 正 確 に 記 録 し 、 及 び 遅

滞 な く 知 事 に 報 告 す る こ と が で き 、 か つ 、 収 納

し た 現 金 を 知 事 の 指 定 し た 日 ま で に 指 定 金 融 機

関 等 に 払 い 込 む こ と が で き る 体 制 を 有 し て い る

こ と 。  

（ 委 託 事 務 の 計 算 報 告 書 ）  

第 二 十 八 条  歳 入 の 徴 収 事 務 の 委 託 を 受 け た 者 は 、

毎 月 そ の 出 納 に つ い て 、 歳 入 歳 出 計 算 報 告 書 （ 第

十 三 号 様 式 ） を 作 成 し 、 関 係 書 類 と と も に 、 翌 月

十 日 ま で に 当 該 事 務 を 所 管 す る 部 局 等 の 長 を 経 て

会 計 管 理 者 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、

委 託 を 解 除 さ れ た と き 、 又 は 委 託 事 務 を 完 了 し た

と き は 、 速 や か に 当 該 計 算 報 告 書 を 当 該 事 務 を 所

管 す る 部 局 等 の 長 を 経 て 会 計 管 理 者 に 提 出 し な け

れ ば な ら な い 。  

 

（ 隔 地 払 ）  

第 三 十 九 条  （ 略 ）  

２  前 項 の 場 合 に お い て 、 債 権 者 か ら の 申 出 に よ り

指 定 金 融 機 関 以 外 の 金 融 機 関 か ら 支 払 を し よ う と

す る と き は 、 会 計 管 理 者 は 、 指 定 金 融 機 関 に そ の

手 続 を さ せ る と と も に 、 指 定 金 融 機 関 振 出 し の 小

切 手 に 送 金 案 内 書 （ 第 二 十 七 号 様 式 ） を 添 え て 債

権 者 に 送 付 し な け れ ば な ら な い 。  
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（ 公 金 の 支 出 の 委 託 ）  

第 五 十 七 条  所 属 の 長 は 、 法 第 二 百 四 十 三 条 の 二 第

一 項 の 規 定 に よ り 支 出 に 関 す る 事 務 を 委 託 し た と

き は 、 そ の 旨 を 会 計 管 理 者 に 通 知 し な け れ ば な ら

な い 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 支 出 に 関 す る 事 務 の 委 託 を 受

け た 者 は 、 そ の 支 出 の 結 果 を 支 出 委 託 報 告 書 （ 第

三 十 五 号 様 式 ） に よ り 所 属 の 長 へ 報 告 し な け れ ば

な ら な い 。  

３  第 一 項 の 規 定 に よ り 支 出 に 関 す る 事 務 の 委 託 を

受 け た 者 は 、 決 算 時 に 当 該 年 度 分 の 支 出 の 結 果 を

所 属 の 長 を 経 て 会 計 管 理 者 に 報 告 し な け れ ば な ら

な い 。  

（ 歳 入 歳 出 外 現 金 等 の 区 分 ）  

第 九 十 一 条  歳 入 歳 出 外 現 金 及 び 保 管 有 価 証 券 （ 以

下 「 歳 入 歳 出 外 現 金 等 」 と い う 。 ） は 、 次 に 掲 げ

る 区 分 に よ り 整 理 し な け れ ば な ら な い 。  

 一 ～ 十 一  （ 略 ）  

 十 二  森 林 環 境 税 保 管 金  

 十 三  （ 略 ）  

（ 準 用 規 定 ）  

第 百 二 十 八 条  第 百 二 十 二 条 か ら 第 百 二 十 六 条 ま で

の 規 定 は 、 会 計 管 理 者 が 、 次 に 掲 げ る 者 が 処 理 し

た 事 務 に つ い て 検 査 を 行 う 場 合 に 準 用 す る 。 こ の

場 合 に お い て 、 第 百 二 十 三 条 、 第 百 二 十 四 条 第 一

項 、 第 百 二 十 五 条 第 二 項 及 び 第 百 二 十 六 条 中 「 知

事 」 と あ る の は 「 会 計 管 理 者 」 と 、 第 百 二 十 五 条

第 一 項 中 「 検 査 を 受 け る 者 」 と あ る の は 「 第 百 二

十 八 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 者 （ 次 条 に お い て 「 受

検 者 」 と い う 。 ） 」 と 、 第 百 二 十 六 条 第 二 項 及 び

第 三 項 中 「 所 属 」 と あ る の は 「 受 検 者 」 と 読 み 替

え る も の と す る 。  

一  （ 略 ）  

二  法 第 二 百 四 十 三 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ り 公

金 の 徴 収 若 し く は 収 納 又 は 支 出 に 関 す る 事 務 の

委 託 を 受 け た 者  

 

 

 

 

２  前 項 の 規 定 に よ り 準 用 さ れ る 第 百 二 十 二 条 の 規

定 に か か わ ら ず 、 前 項 第 二 号 の 者 が 処 理 し た 事 務

に つ い て は 、 定 期 及 び 必 要 が あ る と き は 臨 時 に 、

書 面 検 査 又 は 実 地 検 査 を 行 う も の と す る 。  

 

 

 

 

３  （ 略 ）  

（ 現 金 出 納 計 算 書 ）  

（ 支 出 事 務 の 委 託 ）  

第 五 十 七 条  所 属 の 長 は 、 令 第 百 六 十 五 条 の 三 第 一

項 の 規 定 に よ り 私 人 に 支 出 の 事 務 を 委 託 し た と き

は 、 そ の 旨 を 会 計 管 理 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な

い 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 支 出 事 務 の 委 託 を 受 け た 者

は 、 そ の 支 出 の 結 果 を 支 出 委 託 報 告 書 （ 第 三 十 五

号 様 式 ） に よ り 所 属 の 長 へ 報 告 し な け れ ば な ら な

い 。  

 

 

 

 

（ 歳 入 歳 出 外 現 金 等 の 区 分 ）  

第 九 十 一 条  歳 入 歳 出 外 現 金 及 び 保 管 有 価 証 券 （ 以

下 「 歳 入 歳 出 外 現 金 等 」 と い う 。 ） は 、 次 に 掲 げ

る 区 分 に よ り 整 理 し な け れ ば な ら な い 。  

 一 ～ 十 一  （ 略 ）  

  

 十 二  （ 略 ）  

（ 準 用 規 定 ）  

第 百 二 十 八 条  第 百 二 十 二 条 か ら 第 百 二 十 六 条 ま で

の 規 定 は 、 会 計 管 理 者 が 、 次 に 掲 げ る 者 が 処 理 し

た 事 務 に つ い て 検 査 を 行 う 場 合 に 準 用 す る 。 こ の

場 合 に お い て 、 第 百 二 十 三 条 、 第 百 二 十 四 条 第 一

項 、 第 百 二 十 五 条 第 二 項 及 び 第 百 二 十 六 条 中 「 知

事 」 と あ る の は 「 会 計 管 理 者 」 と 、 第 百 二 十 五 条

第 一 項 中 「 検 査 を 受 け る 者 」 と あ る の は 「 第 百 二

十 八 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 者 （ 次 条 に お い て 「 受

検 者 」 と い う 。 ） 」 と 、 第 百 二 十 六 条 第 二 項 及 び

第 三 項 中 「 所 属 」 と あ る の は 「 受 検 者 」 と 読 み 替

え る も の と す る 。  

一  （ 略 ）  

二  令 第 百 五 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 歳 入 の 徴

収 又 は 収 納 の 事 務 の 委 託 を 受 け た 者  

 

三  令 第 百 五 十 八 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ り 歳 入

の 徴 収 又 は 収 納 の 事 務 の 委 託 を 受 け た 者  

四  令 第 百 六 十 五 条 の 三 第 一 項 の 規 定 に よ り 支 出

の 事 務 の 委 託 を 受 け た 者  

２  前 項 の 規 定 に よ り 準 用 さ れ る 第 百 二 十 二 条 の 規

定 に か か わ ら ず 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 者 が 処 理 し た

事 務 に つ い て は 、 当 該 各 号 に 定 め る 方 法 等 に よ り

検 査 を 行 う も の と す る 。  

一  前 項 第 二 号 及 び 第 四 号  必 要 の 都 度 書 面 検 査

又 は 実 地 検 査  

二  前 項 第 三 号  定 期 に 書 面 検 査 又 は 実 地 検 査 。

た だ し 、 必 要 が あ る と き は 臨 時 に 実 地 検 査  

３  （ 略 ）  

（ 現 金 出 納 計 算 書 ）  
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第 百 三 十 六 条  （ 略 ）  

２  前 項 の 規 定 は 、 法 第 二 百 四 十 三 条 の 二 第 一 項 の

規 定 に よ り 公 金 の 徴 収 又 は 収 納 に 関 す る 事 務 の 委

託 を 受 け た 者 に 準 用 す る 。  

第 百 三 十 六 条  （ 略 ）  

２  前 項 の 規 定 は 、 第 二 十 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る

徴 収 又 は 収 納 事 務 の 委 託 を 受 け た 者 に 準 用 す る 。  

 様 式 目 次 中 「 二 十 七   第 三 十 九 条     送 金 案 内 書 」 を 「 二 十 七   削 除 」 に 改 め る 。  

第 二 十 六 号 様 式 及 び 第 二 十 七 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  

令和6年3月29日 三　重　県　公　報 号　　外
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（摘要）

上記の金額をこの通知書と引換えに

指定金融機関　

でお受け取りください。

指定金融機関で受け取ることができない場合は、

口座のある取引金融機関へお問い合わせください。

（ゆうちょ銀行は除きます。）

その場合、代金取立手数料が発生します。

なお、手数料は各金融機関により異なります。

年度 　  年 　 月 　 日

送金通知書番号 （三重県会計管理者（出納員）） 印

ご注意

１ この通知書により表記の金額を受領される方は、運転免許証、年金手帳、

旅券、健康保険証等の正当な受取人又はその代理人であることを証する書面

の提示が必要です。

２ 本書発行の日から一年を経過したときは、銀行は支払をいたしませんので、

なるべく早くお受け取りください。

３ 本書を亡失したときは、直ちにその旨を支払銀行に通知し、支払の停止を

請求してください。

表記金額の領収を に委任します。

住所

氏名（自署又は記名押印）

表記金額を領収しました。

住所

氏名

（規格Ａ４縦）

支払額            　　　円

年 月 日

年 月 日

　

領 収 書

収入印紙

要・不要

第26号様式（第39条関係）

送金通知書

委 任 状

債

権

者

住

所

氏

名

No.
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第 27 号様式 削除 

   附  則  
１  こ の 規 則 は 、 令 和 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 三 重 県 会 計 規 則 に 規 定 す る 様 式 に よ り 作 成 さ れ て い る 用 紙

は 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。  

 

 三 重 県 指 定 金 融 機 関 等 事 務 取 扱 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 六 年 三 月 二 十 九 日  

三  重  県 知  事   一   見   勝   之  

三 重 県 規 則 第 二 十 八 号  

   三 重 県 指 定 金 融 機 関 等 事 務 取 扱 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 三 重 県 指 定 金 融 機 関 等 事 務 取 扱 規 則 （ 平 成 十 九 年 三 重 県 規 則 第 二 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 隔 地 払 ）  

第 二 十 七 条  指 定 金 融 機 関 は 、 会 計 管 理 者 等 か ら 会 計 規

則 第 三 十 九 条 の 規 定 に 基 づ く 隔 地 払 の 依 頼 を 受 け た

と き は 、 そ の 手 続 を す る と と も に 、 債 権 者 に 対 し 送 金

通 知 書 と 引 換 え に 現 金 を 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。  

 

 

 

 

 

 

（ 未 払 証 明 ）  

第 二 十 九 条  （ 略 ）  

２  指 定 金 融 機 関 は 、 債 権 者 か ら 小 切 手 亡 失 に 係 る 除 権

決 定 の 正 本 又 は 謄 本 の 提 示 を 受 け た と き は 、 当 該 債 権

者 に 現 金 を 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。  

３  指 定 金 融 機 関 は 、 債 権 者 か ら 会 計 規 則 第 四 十 条 第 三

項 に 基 づ く 「 再 発 行 」 の 表 示 を し た 送 金 通 知 書 の 提 示

を 受 け た と き は 、 第 二 十 七 条 の 規 定 に 準 じ て 支 払 わ な

け れ ば な ら な い 。  

（ 隔 地 払 ）  

第 二 十 七 条  指 定 金 融 機 関 は 、 会 計 管 理 者 等 か ら 会 計 規

則 第 三 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 指 定 金 融 機 関 を

支 払 先 と す る 隔 地 払 の 依 頼 を 受 け た と き は 、 そ の 手 続

を す る と と も に 、 債 権 者 に 対 し 送 金 通 知 書 と 引 換 え に

現 金 を 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。  

２  指 定 金 融 機 関 は 、 会 計 管 理 者 か ら 隔 地 払 （ 指 定 金 融

機 関 以 外 ） 送 金 依 頼 書 （ 入 金 票 ） に よ り 会 計 規 則 第 三

十 九 条 第 二 項 の 規 定 に 基 づ く 指 定 金 融 機 関 以 外 を 支

払 先 と す る 隔 地 払 の 依 頼 を 受 け た と き は 、 当 該 依 頼 書

に 基 づ く 指 定 金 融 機 関 振 出 し の 小 切 手 を 会 計 管 理 者

に 送 付 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 未 払 証 明 ）  

第 二 十 九 条  （ 略 ）  

２  指 定 金 融 機 関 は 、 債 権 者 か ら 小 切 手 亡 失 に 係 る 除 権

判 決 の 正 本 又 は 謄 本 の 提 示 を 受 け た と き は 、 当 該 債 権

者 に 現 金 を 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。  

３  指 定 金 融 機 関 は 、 債 権 者 か ら 会 計 規 則 第 四 十 条 第 三

項 に 基 づ く 「 再 発 行 」 の 表 示 を し た 送 金 通 知 書 の 提 示

を 受 け た と き は 、 第 二 十 七 条 第 一 項 の 規 定 に 準 じ て 支

払 わ な け れ ば な ら な い 。  

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 令 和 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 二 十 九 条 第 二 項 の 改 正 規 定 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す

る 。  

 

 

公 安 委 規 則 

 

 三 重 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

 令 和 六 年 三 月 二 十 九 日  

       三 重 県 公 安 委 員 会 委 員 長   村   田   典   子  

三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 四 号  

 三 重 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 三 重 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 （ 昭 和 四 十 三 年 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

令和6年3月29日 三　重　県　公　報 号　　外
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改   正   後  改   正   前  

別 表 第 三 （ 第 十 三 条 の 二 関 係 ）  別 表 第 三 （ 第 十 三 条 の 二 関 係 ）  

 区 分  路 線 名  区 間    区 分  路 線 名  区 間   

 一  
～  

九 五  

（ 略 ）  （ 略 ）   一  

～  

九 五  

（ 略 ）  （ 略 ）   

 九 六  県 道 大 淀  

港 斎 明 線  

 三 重 県 多 気 郡 明 和 町 大 字 行 部 字 東

浦 二 八 二 番 二 二 地 先 か ら 三 重 県 多 気

郡 明 和 町 大 字 行 部 字 八 ツ 川 五 一 三 番

一 地 先 ま で  

  

 九 七  

～  

二 六 〇  

（ 略 ）  

 

 

 

（ 略 ）  

 

 

  九 六  

～  

二 五 九  

（ 略 ）  

 

 

（ 略 ）  

 

 

   二 六 〇  町 道 明 和  

中 央 線  

三 重 県 多 気 郡 明 和 町 大 字 行 部 三

一 六 番 一 か ら 三 重 県 多 気 郡 明 和 町 大

字 行 部 二 八 三 番 四 ま で  

 二 六 一
～  

三 四 八  

（ 略 ）  

 

（ 略 ）    二 六 一
～  

三 四 八  

（ 略 ）  

 

（ 略 ）  

 

 

  

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

企業庁管理規程 

 

 三 重 県 企 業 庁 会 計 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 六 年 三 月 二 十 九 日  

三 重 県 企 業 庁 長   山   口   武   美    

三 重 県 企 業 庁 管 理 規 程 第 一 号  

   三 重 県 企 業 庁 会 計 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程  

 三 重 県 企 業 庁 会 計 規 程 （ 平 成 十 九 年 三 重 県 企 業 庁 管 理 規 程 第 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 職 員 の 賠 償 責 任 に 係 る 職 の 指 定 ）  （ 職 員 の 賠 償 責 任 に 係 る 職 の 指 定 ）  

第 十 条  法 第 三 十 四 条 に お い て 準 用 す る 地 方 自 治 法 （ 昭

和 二 十 二 年 法 律 第 六 十 七 号 ） 第 二 百 四 十 三 条 の 二 の 八

第 一 項 の 管 理 規 程 で 指 定 す る 職 員 は 、 次 に 掲 げ る 者 と

す る 。  

第 十 条  法 第 三 十 四 条 に お い て 準 用 す る 地 方 自 治 法 （ 昭

和 二 十 二 年 法 律 第 六 十 七 号 ） 第 二 百 四 十 三 条 の 二 の 二

第 一 項 の 管 理 規 程 で 指 定 す る 職 員 は 、 次 に 掲 げ る 者 と

す る 。  

一  地 方 自 治 法 第 二 百 四 十 三 条 の 二 の 八 第 一 項 第 一 号

か ら 第 三 号 ま で に 係 る も の に つ い て 、 組 織 規 程 に 規

定 す る 主 査 及 び こ れ に 相 当 す る 職 以 上 の 職 に あ る 者  

一  地 方 自 治 法 第 二 百 四 十 三 条 の 二 の 二 第 一 項 第 一 号

か ら 第 三 号 ま で に 係 る も の に つ い て 、 組 織 規 程 に 規

定 す る 主 査 及 び こ れ に 相 当 す る 職 以 上 の 職 に あ る 者  

二  地 方 自 治 法 第 二 百 四 十 三 条 の 二 の 八 第 一 項 第 四 号

に 係 る も の に つ い て 、 監 督 又 は 検 査 の 事 務 に 直 接 従

事 す る 職 員  

二  地 方 自 治 法 第 二 百 四 十 三 条 の 二 の 二 第 一 項 第 四 号

に 係 る も の に つ い て 、 監 督 又 は 検 査 の 事 務 に 直 接 従

事 す る 職 員  

三  （ 略 ）  三  （ 略 ）  

 （ 収 納 金 の 取 扱 手 続 ）   （ 収 納 金 の 取 扱 手 続 ）  

第 三 十 一 条  （ 略 ）  第 三 十 一 条  （ 略 ）  

令和6年3月29日 三　重　県　公　報 号　　外
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２  企 業 出 納 員 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 現 金 等 で 収 入 を 収

納 し た と き は 、 速 や か に 現 金 払 込 書 （ 第 二 十 三 号 様 式 ）

に よ り 取 扱 金 融 機 関 に 払 い 込 ま な け れ ば な ら な い 。 た

だ し 、 庁 長 が 別 に 定 め る も の に つ い て は こ の 限 り で は

な い 。  

２  企 業 出 納 員 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 現 金 等 で 収 入 を 収

納 し た と き は 、 速 や か に 現 金 払 込 書 （ 第 二 十 三 号 様 式 ）

に よ り 取 扱 金 融 機 関 に 払 い 込 ま な け れ ば な ら な い 。  

３ ・ ４  （ 略 ）  ３ ・ ４  （ 略 ）  

（ 公 金 の 徴 収 又 は 収 納 の 委 託 ）  （ 私 人 に 対 す る 公 金 の 徴 収 又 は 収 納 の 委 託 ）  

第 三 十 二 条  課 長 又 は 所 長 は 、 法 第 三 十 三 条 の 二 に お い

て 準 用 す る 地 方 自 治 法 第 二 百 四 十 三 条 の 二 第 一 項 の 規

定 に よ り 、 公 金 の 徴 収 又 は 収 納 に 関 す る 事 務 を 委 託 し

た と き は 、 そ の 旨 を 本 庁 出 納 員 に 通 知 し な け れ ば な ら

な い 。  

第 三 十 二 条  課 長 又 は 所 長 は 、 法 第 三 十 三 条 の 二 の 規 定

に よ り 、 公 金 の 徴 収 又 は 収 納 の 事 務 を 私 人 に 委 託 し た

と き は 、 そ の 旨 を 本 庁 出 納 員 に 通 知 し な け れ ば な ら な

い 。  

２  第 三 十 条 及 び 前 条 の 規 定 は 、 法 第 三 十 三 条 の 二 に お

い て 準 用 す る 地 方 自 治 法 第 二 百 四 十 三 条 の 二 第 一 項 の

規 定 に よ り 公 金 の 徴 収 又 は 収 納 に 関 す る 事 務 の 委 託 を

受 け た 者 の 収 納 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、

前 条 第 二 項 及 び 第 三 項 の 規 定 中 「 現 金 払 込 書 」 と あ る

の は 「 納 付 書 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  
２  第 三 十 条 及 び 前 条 の 規 定 は 、 収 納 事 務 の 委 託 を 受 け

た 者 の 収 納 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 前

条 第 二 項 及 び 第 三 項 の 規 定 中 「 現 金 払 込 書 」 と あ る の

は 「 納 付 書 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

（ 誤 払 金 等 の 戻 入 ）  （ 誤 払 金 等 の 戻 入 ）  

第 三 十 五 条  課 長 又 は 所 長 は 、 誤 払 い 又 は 過 渡 し と な っ

た 金 額 及 び 資 金 前 渡 し 、 若 し く は 概 算 払 し 、 又 は 法 第

三 十 三 条 の 二 に お い て 準 用 す る 地 方 自 治 法 第 二 百 四 十

三 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ り 支 出 に 関 す る 事 務 を 委 託

し た 場 合 の 精 算 残 金 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 誤 払 金 等 」

と い う 。 ） を 返 納 さ せ る と き は 、 返 納 決 定 書 （ 第 二 十 六

号 様 式 ） に よ り 返 納 額 の 決 定 を 行 う と と も に 、 返 納 金

戻 入 通 知 書 （ 第 二 十 三 号 様 式 ） を 発 行 し 、 返 納 義 務 者

に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お け る 納 付 期

限 に つ い て は 、 第 二 十 三 条 第 四 項 の 規 定 を 準 用 す る 。  

第 三 十 五 条  課 長 又 は 所 長 は 、 誤 払 い 又 は 過 渡 し と な っ

た 金 額 及 び 資 金 前 渡 し 、 若 し く は 概 算 払 し 、 又 は 私 人

に 支 出 の 事 務 を 委 託 し た 場 合 の 精 算 残 金 （ 以 下 こ の 条

に お い て 「 誤 払 金 等 」 と い う 。 ） を 返 納 さ せ る と き は 、

返 納 決 定 書 （ 第 二 十 六 号 様 式 ） に よ り 返 納 額 の 決 定 を

行 う と と も に 、 返 納 金 戻 入 通 知 書 （ 第 二 十 三 号 様 式 ）

を 発 行 し 、 返 納 義 務 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。 こ

の 場 合 に お け る 納 付 期 限 に つ い て は 、 第 二 十 三 条 第 四

項 の 規 定 を 準 用 す る 。  

２ ～ ６  （ 略 ）  ２ ～ ６  （ 略 ）  

（ 委 託 事 務 の 計 算 書 ）  （ 委 託 事 務 の 計 算 書 ）  

第 三 十 七 条  法 第 三 十 三 条 の 二 に お い て 準 用 す る 地 方 自

治 法 第 二 百 四 十 三 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ り 公 金 の 徴

収 及 び 収 納 に 関 す る 事 務 の 委 託 を 受 け た 者 は 、 毎 月 そ

の 収 納 に つ い て 、 別 に 定 め る 計 算 書 を 作 成 し 、 関 係 書

類 と と も に 、 翌 月 十 日 ま で に 当 該 事 務 を 所 管 す る 課 長

又 は 所 長 を 経 て 本 庁 出 納 員 に 提 出 し な け れ ば な ら な

い 。 た だ し 、 委 託 を 解 除 さ れ た と き 、 又 は 委 託 事 務 を

完 了 し た と き は 、 速 や か に 当 該 計 算 書 を 当 該 事 務 を 所

管 す る 課 長 又 は 所 長 を 経 て 本 庁 出 納 員 に 提 出 し な け れ

ば な ら な い 。  

第 三 十 七 条  公 金 の 徴 収 及 び 収 納 事 務 の 委 託 を 受 け た 者

は 、 毎 月 そ の 収 納 に つ い て 、 別 に 定 め る 計 算 書 を 作 成

し 、 関 係 書 類 と と も に 、 翌 月 七 日 ま で に 当 該 事 務 を 所

管 す る 課 長 又 は 所 長 を 経 て 本 庁 出 納 員 に 提 出 し な け れ

ば な ら な い 。 た だ し 、 委 託 を 解 除 さ れ た と き 、 又 は 委

託 事 務 を 完 了 し た と き は 、 速 や か に 当 該 計 算 書 を 当 該

事 務 を 所 管 す る 課 長 又 は 所 長 を 経 て 本 庁 出 納 員 に 提 出

し な け れ ば な ら な い 。  

（ 隔 地 払 ）  （ 隔 地 払 ）  

第 四 十 八 条  （ 略 ）  第 四 十 八 条  （ 略 ）  

 ２  前 項 の 場 合 に お い て 、 債 権 者 の 申 し 出 に よ り 出 納 取

扱 金 融 機 関 以 外 の 金 融 機 関 か ら 支 払 を し よ う と す る と

き は 、 企 業 出 納 員 は 、 出 納 取 扱 金 融 機 関 に そ の 手 続 を

さ せ る と と も に 、 出 納 取 扱 金 融 機 関 振 出 し の 小 切 手 に

送 金 案 内 書 （ 第 三 十 八 号 様 式 ） を 添 え て 債 権 者 に 送 付

し な け れ ば な ら な い 。  

（ 公 金 の 支 出 の 委 託 ）  （ 支 出 の 事 務 の 委 託 ）  
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 別 表 第 四 を 次 の よ う に 改 め る 。  

別表第４（第76条、第91条関係） 

貯蔵品類別表 

品種 摘要 

１ 直管 ダクタイル鋳鉄管、鋼管、ステンレス管 

２ 異型管 曲管、Ｔ字管、排水Ｔ字管、継ぎ輪、伸縮管、短管、片落管、帽、栓、フランジ管、

フランジ蓋、人孔蓋 

３ 弁 制水弁、仕切弁、空気弁、補修弁、消火栓 

４ 筐  

５ 鉄蓋  

６ コンクリート製品  

７ パイプ  

８ ジョイント 押輪、特殊押輪、特殊割押輪、漏水補修金具、フランジ補強金具、メカニカル、ビ

クトリック 

９ その他  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

様式目次 様式目次 

 （様式番号） （様式名） （適用条項）   （様式番号） （様式名） （適用条項）  

 第1号様式～ 

第37号様式 

（略） （略）   第1号様式～ 

第37号様式 

（略） （略）  

 第38号様式 削除    第38号様式 送金案内書 第48条  

 第39号様式～ 

第79号様式 

（略） （略）   第39号様式～ 

第79号様式 

（略） （略）  

第 三 十 七 号 様 式 及 び 第 三 十 八 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  

第 六 十 四 条  課 長 又 は 所 長 は 、 法 第 三 十 三 条 の 二 に お い

て 準 用 す る 地 方 自 治 法 第 二 百 四 十 三 条 の 二 第 一 項 の 規

定 に よ り 支 出 に 関 す る 事 務 を 委 託 し た と き は 、 そ の 旨

を 本 庁 出 納 員 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

第 六 十 四 条  課 長 又 は 所 長 は 、 令 第 二 十 一 条 の 十 一 第 一

項 の 規 定 に よ り 私 人 に 支 出 の 事 務 を 委 託 し た と き は 、

そ の 旨 を 本 庁 出 納 員 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 支 出 に 関 す る 事 務 の 委 託 を 受 け た

者 は 、 そ の 支 出 の 結 果 を 別 に 定 め る 報 告 書 に よ り 本 庁

出 納 員 へ 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

２  第 五 十 四 条 か ら 第 五 十 八 条 ま で の 規 定 は 、 別 に 定 め

あ る も の の ほ か 、 支 出 の 事 務 の 委 託 を 受 け た 者 に つ い

て 準 用 す る 。  

３  第 一 項 の 規 定 に よ り 支 出 に 関 す る 事 務 の 委 託 を 受 け

た 者 は 、 決 算 時 に 当 該 年 度 分 の 支 出 の 結 果 を 本 庁 出 納

員 を 経 て 庁 長 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 随 意 契 約 ）  （ 随 意 契 約 ）  

第 百 六 十 四 条  令 第 二 十 一 条 の 十 三 第 一 項 第 一 号 の 管 理

規 程 で 定 め る 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 契 約 の 種 類 に 応

じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。  

第 百 六 十 四 条  令 第 二 十 一 条 の 十 四 第 一 項 第 一 号 の 管 理

規 程 で 定 め る 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 契 約 の 種 類 に 応

じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。  

一 ～ 六  （ 略 ）  一 ～ 六  （ 略 ）  

２  令 第 二 十 一 条 の 十 三 第 一 項 第 三 号 及 び 第 四 号 の 管 理

規 程 で 定 め る 手 続 は 、 次 の と お り と す る 。  
２  令 第 二 十 一 条 の 十 四 第 一 項 第 三 号 及 び 第 四 号 の 管 理

規 程 で 定 め る 手 続 は 、 次 の と お り と す る 。  

一 ～ 四  （ 略 ）  一 ～ 四  （ 略 ）  
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第 37 号様式（第 48 条、第 49 条関係） 

 

送 金 通 知 書 No.  

  （摘要）   

債

権

者

住

所

氏

名 

（住所） 

 

 

（氏名） 

 

 

  

 支 払 額 円  

上記の金額をこの通知書と引換えに 

出納金融機関 

でお受け取りください。 

 

出納金融機関で受け取ることができない場合は、 

口座のある取引金融機関へお問い合わせください。 

（ゆうちょ銀行は除きます。） 

                      その場合、代金取立手数料が発生します。 

                      なお、手数料は各金融機関により異なります。 

  年度                        年  月  日 

  送金通知書番号             （三重県企業庁企業出納員）       □印  

 

ご注意 

１ この通知書により表記の金額を受領される方は、運転免許証、年金手帳、旅券、健康保険証等

の正当な受取人又はその代理人であることを証する書面の提示が必要です。 

 

２ 本書発行の日から一年を経過したときは、銀行は支払をいたしませんので、なるべく早くお受

け取りください。 

 

３ 本書を亡失したときは、直ちにその旨を支払銀行に通知し、支払の停止を請求してください。 

委 任 状 

 表記金額の領収を                に委任します。 

      年  月  日 

住所   

氏名（署名又は記名押印）  

領 収 書 

 表記金額を領収しました。 

      年  月  日 

住所   

氏名   

収入印紙

要・不要 
 

 
備考 印紙税法の規定により印紙税を納めることとなっている場合は「要」に〇印を、非課税の場合

は「不要」に〇印を付すること。 

（規格Ａ４縦） 

 

令和6年3月29日 三　重　県　公　報 号　　外
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第 38 号様式 削除 

   附  則  
こ の 管 理 規 程 は 、 令 和 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 三 重 県 企 業 庁 取 扱 金 融 機 関 事 務 取 扱 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 六 年 三 月 二 十 九 日  

三 重 県 企 業 庁 長  山   口   武   美    

三 重 県 企 業 庁 管 理 規 程 第 二 号  

   三 重 県 企 業 庁 取 扱 金 融 機 関 事 務 取 扱 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程  

 三 重 県 企 業 庁 取 扱 金 融 機 関 事 務 取 扱 規 程 （ 平 成 十 九 年 三 重 県 企 業 庁 管 理 規 程 第 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。  

 次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 隔 地 払 ）  （ 隔 地 払 ）  

第 十 六 条  出 納 取 扱 金 融 機 関 は 、 企 業 出 納 員 か ら 会 計 規

程 第 四 十 八 条 の 規 定 に 基 づ く 隔 地 払 の 依 頼 を 受 け た

と き は 、 そ の 手 続 を 行 う と と も に 、 債 権 者 に 対 し 送 金

通 知 書 と 引 換 え に 現 金 を 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。  
第 十 六 条  出 納 取 扱 金 融 機 関 は 、 企 業 出 納 員 か ら 会 計 規

程 第 四 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 出 納 取 扱 金 融 機

関 を 支 払 先 と す る 隔 地 払 の 依 頼 を 受 け た と き は 、 そ の

手 続 を 行 う と と も に 、 債 権 者 に 対 し 送 金 通 知 書 と 引 換

え に 現 金 を 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。  

 ２  出 納 取 扱 金 融 機 関 は 、 企 業 出 納 員 か ら 隔 地 払 （ 出 納

取 扱 金 融 機 関 以 外 ） 送 金 依 頼 書 （ 入 金 票 ） に よ り 会 計

規 程 第 四 十 八 条 第 二 項 の 規 定 に 基 づ く 出 納 取 扱 金 融 機

関 以 外 を 支 払 先 と す る 隔 地 払 の 依 頼 を 受 け た と き は 、

当 該 依 頼 書 に 基 づ く 出 納 取 扱 金 融 機 関 振 出 し の 小 切 手

を 企 業 出 納 員 に 送 付 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 未 払 証 明 ）  （ 未 払 証 明 ）  

第 十 七 条  （ 略 ）  第 十 七 条  （ 略 ）  

２  出 納 取 扱 金 融 機 関 は 、 債 権 者 か ら 小 切 手 亡 失 に 係 る

除 権 決 定 の 正 本 又 は 謄 本 の 提 示 を 受 け た と き は 、 当 該

債 権 者 に 現 金 を 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。  

２  出 納 取 扱 金 融 機 関 は 、 債 権 者 か ら 小 切 手 亡 失 に 係 る

除 権 判 決 の 正 本 又 は 謄 本 の 提 示 を 受 け た と き は 、 当 該

債 権 者 に 現 金 を 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。  

３  出 納 取 扱 金 融 機 関 は 、 債 権 者 か ら 会 計 規 程 第 四 十 九

条 第 三 項 に 基 づ く 「 再 発 行 」 の 表 示 を し た 送 金 通 知 書

の 提 示 を 受 け た と き は 、 前 条 の 規 定 に 準 じ て 支 払 わ な

け れ ば な ら な い 。  

３  出 納 取 扱 金 融 機 関 は 、 債 権 者 か ら 会 計 規 程 第 四 十 九

条 第 三 項 に 基 づ く 「 再 発 行 」 の 表 示 を し た 送 金 通 知 書

の 提 示 を 受 け た と き は 、 前 条 第 一 項 の 規 定 に 準 じ て 支

払 わ な け れ ば な ら な い 。  

   附  則  

 こ の 管 理 規 程 は 、 令 和 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 十 七 条 第 二 項 の 改 正 規 定 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行

す る 。  

 

 

病院事業庁管理規程 

 

三 重 県 病 院 事 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 施 行 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程 を こ こ に 公

布 し ま す 。  

  令 和 六 年 三 月 二 十 九 日  

三 重 県 病 院 事 業 庁 長   河   合   良   之    

三 重 県 病 院 事 業 庁 管 理 規 程 第 四 号  

   三 重 県 病 院 事 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 施 行 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程  

三 重 県 病 院 事 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 施 行 規 程 （ 平 成 十 一 年 三 重 県 病 院 事 業 庁 管 理 規

程 第 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

令和6年3月29日 三　重　県　公　報 号　　外
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次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

別表第 2（第 3 条、第 4 条関係） 別表第 2（第 3 条、第 4 条関係） 

 イ・ロ （略）  イ・ロ （略） 

ハ 医療職給料表（三）等級別基準職務表 ハ 医療職給料表（三）等級別基準職務表 

 職務の級 職務   職務の級 職務  

 （略） （略）   （略） （略）  

 5 級 1～3 （略）   5 級 1～3 （略）  

      4  県立病院の室長の職務  

  4・5 （略）    5・6 （略）  

 6 級 1～3 （略）   6 級 1～3 （略）  

      4  県立病院の困難な業務を行う室長の職

務 

 

        5  困難な業務を行う主幹の職務  

  

附  則  

 こ の 管 理 規 程 は 、 令 和 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

三 重 県 病 院 事 業 庁 会 計 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 六 年 三 月 二 十 九 日  

                        三 重 県 病 院 事 業 庁 長   河   合   良   之    

三 重 県 病 院 事 業 庁 管 理 規 程 第 五 号  

三 重 県 病 院 事 業 庁 会 計 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程  

三 重 県 病 院 事 業 庁 会 計 規 程 （ 平 成 十 九 年 三 重 県 病 院 事 業 庁 管 理 規 程 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 職 員 の 賠 償 責 任 に 係 る 職 の 指 定 ）  

第 十 条  法 第 三 十 四 条 に お い て 準 用 す る 地 方 自 治 法 （ 昭

和 二 十 二 年 法 律 第 六 十 七 号 ） 第 二 百 四 十 三 条 の 二 の 八

第 一 項 の 管 理 規 程 で 指 定 す る 職 員 は 、 次 に 掲 げ る 者 と

す る 。  

一  地 方 自 治 法 第 二 百 四 十 三 条 の 二 の 八 第 一 項 第 一

号 か ら 第 三 号 ま で に 係 る も の に つ い て 、 組 織 規 程 に

規 定 す る 主 査 及 び こ れ に 相 当 す る 職 以 上 の 職 に あ

る 者  

二  地 方 自 治 法 第 二 百 四 十 三 条 の 二 の 八 第 一 項 第 四

号 に 係 る も の に つ い て 、 監 督 又 は 検 査 の 事 務 に 直 接

従 事 す る 職 員  

三  （ 略 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 職 員 の 賠 償 責 任 に 係 る 職 の 指 定 ）  

第 十 条  法 第 三 十 四 条 に お い て 準 用 す る 地 方 自 治 法 （ 昭

和 二 十 二 年 法 律 第 六 十 七 号 ） 第 二 百 四 十 三 条 の 二 の 二

第 一 項 の 管 理 規 程 で 指 定 す る 職 員 は 、 次 に 掲 げ る 者 と

す る 。  

一  地 方 自 治 法 第 二 百 四 十 三 条 の 二 の 二 第 一 項 第 一

号 か ら 第 三 号 ま で に 係 る も の に つ い て 、 組 織 規 程 に

規 定 す る 主 査 及 び こ れ に 相 当 す る 職 以 上 の 職 に あ

る 者  

二  地 方 自 治 法 第 二 百 四 十 三 条 の 二 の 二 第 一 項 第 四

号 に 係 る も の に つ い て 、 監 督 又 は 検 査 の 事 務 に 直 接

従 事 す る 職 員  

三  （ 略 ）  

（ 指 定 代 理 納 付 者 に よ る 納 入 ）  

第 二 十 八 条 の 二  企 業 出 納 員 は 、 納 入 義 務 者 が 、 指 定 代

理 納 付 者 （ 地 方 自 治 法 第 二 百 三 十 一 条 の 二 第 六 項 の 規

定 に よ り 事 業 庁 長 が 指 定 し た 者 を い う 。 以 下 こ の 条 に

お い て 同 じ 。 ） が 交 付 し 又 は 付 与 す る 証 票 そ の 他 の 物

又 は 番 号 、 記 号 そ の 他 の 符 号 を 提 示 し 又 は 通 知 し て 、

当 該 指 定 代 理 納 付 者 に 当 該 納 入 義 務 者 の 収 入 を 納 付

さ せ る こ と を 申 し 出 た 場 合 に は 、 こ れ を 承 認 す る こ と

が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 企 業 出 納 員 は 、 当 該 収

入 の 納 期 限 に か か わ ら ず 、 そ の 指 定 す る 日 ま で に 、 当
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（ 公 金 の 徴 収 又 は 収 納 の 委 託 ）  

第 二 十 九 条  所 属 長 は 、 法 第 三 十 三 条 の 二 に お い て 準 用

す る 地 方 自 治 法 第 二 百 四 十 三 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に

よ り 公 金 の 徴 収 又 は 収 納 に 関 す る 事 務 を 委 託 し た と

き は 、 そ の 旨 を 課 の 企 業 出 納 員 に 通 知 し な け れ ば な ら

な い 。  

２  法 第 三 十 三 条 の 二 に お い て 準 用 す る 地 方 自 治 法 第 二

百 四 十 三 条 の 二 の 五 第 一 項 に 規 定 す る 事 業 庁 長 が 定

め る 収 入 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る も の と す る 。  

一  使 用 料  

二  手 数 料  

３  第 二 十 七 条 及 び 第 二 十 八 条 の 規 定 は 、 法 第 三 十 三 条

の 二 に お い て 準 用 す る 地 方 自 治 法 第 二 百 四 十 三 条 の

二 第 一 項 の 規 定 に よ り 公 金 の 徴 収 又 は 収 納 に 関 す る

事 務 の 委 託 を 受 け た 者 の 収 入 の 収 納 に つ い て 準 用 す

る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 二 十 八 条 第 二 項 及 び 第 三 項

の 規 定 中 「 現 金 払 込 調 書 」 と あ る の は 「 納 付 書 」 と 読

み 替 え る も の と す る 。  

（ 委 託 事 務 の 計 算 書 ）  

第 二 十 九 条 の 二  法 第 三 十 三 条 の 二 に お い て 準 用 す る 地

方 自 治 法 第 二 百 四 十 三 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ り 公

金 の 徴 収 に 関 す る 事 務 の 委 託 を 受 け た 者 は 、 毎 月 そ の

収 納 に つ い て 、 別 に 定 め る 計 算 書 を 作 成 し 、 関 係 書 類

と と も に 、 翌 月 十 日 ま で に 当 該 事 務 を 所 管 す る 所 属 長

を 経 て 課 の 企 業 出 納 員 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た

だ し 、 委 託 を 解 除 さ れ た と き 、 又 は 委 託 事 務 を 完 了 し

た と き は 、 速 や か に 当 該 計 算 書 を 当 該 事 務 を 所 管 す る

所 属 長 を 経 て 課 の 企 業 出 納 員 に 提 出 し な け れ ば な ら

な い 。  

（ 誤 払 金 等 の 戻 入 ）  

第 三 十 二 条  所 属 長 は 、 誤 払 い 又 は 過 渡 し と な っ た 金 額

及 び 資 金 前 渡 し 、 若 し く は 概 算 払 し 、 又 は 法 第 三 十 三

条 の 二 に お い て 準 用 す る 地 方 自 治 法 第 二 百 四 十 三 条

の 二 第 一 項 の 規 定 に よ り 支 出 に 関 す る 事 務 を 委 託 し

た 場 合 の 精 算 残 金 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 誤 払 金 等 」

と い う 。 ） を 返 納 さ せ る と き は 、 返 納 決 定 書 （ 第 四 十

二 号 様 式 ） に よ り 返 納 額 の 決 定 を 行 う と と も に 、 返 納

金 戻 入 通 知 書 （ 第 十 八 号 様 式 ） を 発 行 し 、 返 納 義 務 者

に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お け る 納 付 期

限 に つ い て は 、 第 二 十 二 条 第 三 項 の 規 定 を 準 用 す る 。  

２ ～ ５  （ 略 ）  

（ 隔 地 払 ）  

第 四 十 五 条  （ 略 ）  

 

該 収 入 を 当 該 指 定 代 理 納 付 者 に 納 付 さ せ る こ と が で

き る 。  

２  前 項 の 場 合 に お い て 、 当 該 指 定 代 理 納 付 者 が 同 項 の

指 定 す る 日 ま で に 当 該 収 入 を 納 付 し た と き は 、 同 項 の

承 認 が あ っ た 時 に 当 該 収 入 の 納 付 が さ れ た も の と み

な す 。  

（ 私 人 に 対 す る 公 金 の 徴 収 又 は 収 納 の 委 託 ）  

第 二 十 九 条  所 属 長 は 、 法 第 三 十 三 条 の 二 の 規 定 に よ り 、

公 金 の 徴 収 又 は 収 納 の 事 務 を 私 人 に 委 託 し た と き は 、

そ の 旨 を 課 の 企 業 出 納 員 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

 

 

 

 

 

 

 
２  第 二 十 七 条 、 第 二 十 八 条 及 び 前 条 の 規 定 は 、 収 納 事

務 の 委 託 を 受 け た 者 の 収 入 の 収 納 に つ い て 準 用 す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 誤 払 金 等 の 戻 入 ）  

第 三 十 二 条  所 属 長 は 、 誤 払 又 は 過 渡 し と な っ た 金 額 及

び 資 金 前 渡 し 、 若 し く は 概 算 払 し 、 又 は 私 人 に 支 出 の

事 務 を 委 託 し た 場 合 の 精 算 残 金 （ 以 下 こ の 条 に お い て

「 誤 払 金 等 」 と い う 。 ） を 返 納 さ せ る と き は 、 返 納 決

定 書 （ 第 四 十 二 号 様 式 ） に よ り 返 納 額 の 決 定 を 行 う と

と も に 、 返 納 金 戻 入 通 知 書 （ 第 十 八 号 様 式 ） を 発 行 し 、

返 納 義 務 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お

け る 納 付 期 限 に つ い て は 、 第 二 十 二 条 第 三 項 の 規 定 を

準 用 す る 。  

 

２ ～ ５  （ 略 ）  

（ 隔 地 払 ）  

第 四 十 五 条  （ 略 ）  

２  前 項 の 場 合 に お い て 、 債 権 者 の 申 し 出 に よ り 取 扱 金

令和6年3月29日 三　重　県　公　報 号　　外

50



 

 

 

 

 

（ 公 金 の 支 出 の 委 託 ）  

第 六 十 条  所 属 長 は 、 法 第 三 十 三 条 の 二 に お い て 準 用 す

る 地 方 自 治 法 第 二 百 四 十 三 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ

り 支 出 に 関 す る 事 務 を 委 託 し た と き は 、 そ の 旨 を 課 の

企 業 出 納 員 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 支 出 に 関 す る 事 務 の 委 託 を 受 け た

者 は 、 そ の 支 出 の 結 果 を 別 に 定 め る 報 告 書 に よ り 課 の

企 業 出 納 員 へ 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

３  第 一 項 の 規 定 に よ り 支 出 に 関 す る 事 務 の 委 託 を 受 け

た 者 は 、 決 算 時 に 当 該 年 度 分 の 支 出 の 結 果 を 課 の 企 業

出 納 員 を 経 て 事 業 庁 長 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 随 意 契 約 ）  

第 百 三 十 三 条  令 第 二 十 一 条 の 十 三 第 一 項 第 一 号 の 管 理

規 程 で 定 め る 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 契 約 の 種 類 に 応

じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。  

一 ～ 六  （ 略 ）   

２  令 第 二 十 一 条 の 十 三 第 一 項 第 三 号 及 び 第 四 号 の 管 理

規 程 で 定 め る 手 続 は 、 次 の と お り と す る 。  

一 ～ 四  （ 略 ）  

融 機 関 以 外 の 金 融 機 関 か ら 支 払 を し よ う と す る と き

は 、 企 業 出 納 員 は 、 取 扱 金 融 機 関 に そ の 手 続 き を さ せ

る と と も に 、 取 扱 金 融 機 関 振 出 し の 小 切 手 に 送 金 案 内

書 （ 第 五 十 一 号 様 式 ） を 添 え て 債 権 者 に 送 付 し な け れ

ば な ら な い 。  

（ 支 出 事 務 の 委 託 ）  

第 六 十 条  所 属 長 は 、 令 第 二 十 一 条 の 十 一 第 一 項 の 規 定

に よ り 私 人 に 支 出 の 事 務 を 委 託 し た と き は 、 そ の 旨 を

課 の 企 業 出 納 員 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

 

２  第 五 十 条 か ら 第 五 十 四 条 ま で の 規 定 は 、 別 に 定 め の

あ る も の の ほ か 支 出 事 務 の 委 託 を 受 け た 者 に つ い て

準 用 す る 。  

 

 

 

（ 随 意 契 約 ）  
第 百 三 十 三 条  令 第 二 十 一 条 の 十 四 第 一 項 第 一 号 の 管 理

規 程 で 定 め る 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 契 約 の 種 類 に 応

じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。  

一 ～ 六  （ 略 ）   

２  令 第 二 十 一 条 の 十 四 第 一 項 第 三 号 及 び 第 四 号 の 管 理

規 程 で 定 め る 手 続 は 、 次 の と お り と す る 。  

一 ～ 四  （ 略 ）  

様 式 目 次 中 「 五 十 一   第 四 十 五 条     送 金 案 内 書 」 を 「 五 十 一   削 除 」 に 改 め る 。  

第 十 九 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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第 19 号様式（第 15 条、第 45 条、第 46 条関係） 

 

送 金 通 知 書 No.  

  （摘要）   

債

権

者

住

所

氏

名 

（住所） 

 

 

（氏名） 

 

 

  

 支 払 額 円  

上記の金額をこの通知書と引換えに 

出納取扱金融機関 

でお受け取りください。 

 

出納取扱金融機関で受け取ることができない場合

は、口座のある取引金融機関へお問い合わせくださ

い。 

（ゆうちょ銀行は除きます。） 

                      その場合、代金取立手数料が発生します。 

                      なお、手数料は各金融機関により異なります。 

  年度                        年  月  日 

  送金通知書番号             （三重県病院事業企業出納員）       □印  

 

ご注意 

１ この通知書により表記の金額を受領される方は、運転免許証、年金手帳、旅券、健康保険証等

の正当な受取人又はその代理人であることを証する書面の提示が必要です。 

 

２ 本書発行の日から一年を経過したときは、銀行は支払をいたしませんので、なるべく早くお受

け取りください。 

 

３ 本書を亡失したときは、直ちにその旨を支払銀行に通知し、支払の停止を請求してください。 

委 任 状 

 表記金額の領収を                に委任します。 

      年  月  日 

住所   

氏名（署名又は記名押印）  

領 収 書 

 表記金額を領収しました。 

      年  月  日 

住所   

氏名   

収入印紙

要・不要 
 

 
備考 印紙税法の規定により印紙税を納めることとなっている場合は「要」に〇印を、非課税の場合

は「不要」に〇印を付すること。 

（規格Ａ４縦） 
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第 五 十 一 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  

第 51 号様式 削除 

   附  則  

 こ の 管 理 規 程 は 、 令 和 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

三 重 県 病 院 事 業 庁 出 納 取 扱 金 融 機 関 事 務 取 扱 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程 を こ こ に 公 布 し ま す 。   

  令 和 六 年 三 月 二 十 九 日  

三 重 県 病 院 事 業 庁 長   河   合   良   之    

三 重 県 病 院 事 業 庁 管 理 規 程 第 六 号  

   三 重 県 病 院 事 業 庁 出 納 取 扱 金 融 機 関 事 務 取 扱 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程  

 三 重 県 病 院 事 業 庁 出 納 取 扱 金 融 機 関 事 務 取 扱 規 程 （ 平 成 十 九 年 三 重 県 病 院 事 業 庁 管 理 規 程 第 三 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。  

 次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

 改   正   後  改   正   前  

（ 隔 地 払 ）  

第 十 五 条  出 納 取 扱 金 融 機 関 は 、 企 業 出 納 員 か ら 会 計 規

程 第 四 十 五 条 の 規 定 に 基 づ く 隔 地 払 の 依 頼 を 受 け た

と き は 、 そ の 手 続 を 行 う と と も に 、 債 権 者 に 対 し 送 金

通 知 書 と 引 換 え に 現 金 を 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 未 払 証 明 ）  

第 十 六 条  （ 略 ）  

２  出 納 取 扱 金 融 機 関 は 、 債 権 者 か ら 小 切 手 亡 失 に 係 る

除 権 決 定 の 正 本 又 は 謄 本 の 提 示 を 受 け た と き は 、 当 該

債 権 者 に 現 金 を 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。  

３  出 納 取 扱 金 融 機 関 は 、 債 権 者 か ら 会 計 規 程 第 四 十 六

条 第 三 項 に 基 づ く 「 再 発 行 」 の 表 示 を し た 送 金 通 知 書

の 提 示 を 受 け た と き は 、 前 条 の 規 定 に 準 じ て 支 払 わ な

け れ ば な ら な い 。  

（ 隔 地 払 ）  

第 十 五 条  出 納 取 扱 金 融 機 関 は 、 企 業 出 納 員 か ら 会 計 規

程 第 四 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 出 納 取 扱 金 融 機

関 を 支 払 先 と す る 隔 地 払 の 依 頼 を 受 け た と き は 、 そ の

手 続 を 行 う と と も に 、 債 権 者 に 対 し 送 金 通 知 書 と 引 換

え に 現 金 を 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。  

２  出 納 取 扱 金 融 機 関 は 、 企 業 出 納 員 か ら 隔 地 払 （ 出 納

取 扱 金 融 機 関 以 外 ） 送 金 依 頼 書 （ 入 金 票 ） （ 第 五 号 様

式 ） に よ り 会 計 規 程 第 四 十 五 条 第 二 項 の 規 定 に 基 づ く

出 納 取 扱 金 融 機 関 以 外 を 支 払 先 と す る 隔 地 払 の 依 頼

を 受 け た と き は 、 当 該 依 頼 書 に 基 づ く 出 納 取 扱 金 融 機

関 振 出 し の 小 切 手 を 企 業 出 納 員 に 送 付 し な け れ ば な

ら な い 。  

（ 未 払 証 明 ）  

第 十 六 条  （ 略 ）  

２  出 納 取 扱 金 融 機 関 は 、 債 権 者 か ら 小 切 手 亡 失 に 係 る

除 権 判 決 の 正 本 又 は 謄 本 の 提 示 を 受 け た と き は 、 当 該

債 権 者 に 現 金 を 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。  

３  出 納 取 扱 金 融 機 関 は 、 債 権 者 か ら 会 計 規 程 第 四 十 六

条 第 三 項 に 基 づ く 「 再 発 行 」 の 表 示 を し た 送 金 通 知 書

の 提 示 を 受 け た と き は 、 前 条 第 一 項 の 規 定 に 準 じ て 支

払 わ な け れ ば な ら な い 。  

様 式 目 次 中 「 五   第 十 五 条     隔 地 払 （ 出 納 取 扱 金 融 機 関 以 外 ） 送 金 依 頼 書 （ 入 金 票 ） 」 を 「 五   削 除 」

に 改 め る 。  

第 五 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  

第 5 号様式 削除 

附  則  

こ の 管 理 規 程 は 、 令 和 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 十 六 条 第 二 項 の 改 正 規 定 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行

す る 。  

 

 

訓 令 

 

三重県訓令第 2号 

庁 中 一 般  
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地 域 機 関  

三重県職員の服務に関する訓令の一部を改正する訓令を次のように定める。 

令和 6 年 3 月 29 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之 

三重県職員の服務に関する訓令の一部を改正する訓令 

三重県職員の服務に関する訓令（昭和 55 年三重県訓令第 7 号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。 

改  正  後 改  正  前 

第 20 条 （略） 第 20 条 （略） 

 （危機管理統括監の服務） 

第 20 条の 2 危機管理統括監は、本来の職務に伴って、

通常の勤務時間外において、県民等の生命又は財産を

保護するための非常勤務に従事するために、その勤務

する庁舎に近接する場所に居住しなければならない。 

 

 

 

 

附 則 

 この訓令は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 

令和6年3月29日 三　重　県　公　報 号　　外

54



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行  三  重  県 

三重県津市栄町 1 丁目 891 

三重県総務部法務・文書課 

電話 059-224-2163 

三重県公報は三重県ホームページにも掲載しています｡ https://www.pref.mie.lg.jp/ 

 

令和6年3月29日 三　重　県　公　報 号　　外

55


